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北
魏
代
宇
文
氏
は
、
一
○
の
系
統
が
認
め
ら
れ
る
。
①
宇
文
活
掻
・
宇
文
福
の
系
統
、
②
宇
文
阿
生
・
宇
文
忠
之
の
系
統
、
③
宇
文

豆
頽
・
宇
文
戯
麟
の
系
統
、
④
宇
文
求
男
・
宇
文
金
殿
の
系
統
、
⑤
宇
文
直
力
親
・
宇
文
激
の
系
統
、
⑥
宇
文
陵
・
字
文
泰
の
系
統
、

（
３
）

⑦
宇
文
陵
・
字
文
洛
の
系
統
、
⑧
字
文
乢
の
系
統
、
⑨
字
文
伊
與
敦
・
宇
文
盛
の
系
統
、
⑩
宇
文
莫
豆
千
・
字
文
貴
の
系
統
で
あ
る
。

北
魏
孝
文
帝
代
四
九
三
年
の
洛
陽
遷
都
以
後
、
①
宇
文
活
擬
・
宇
文
福
の
系
統
、
②
宇
文
阿
生
・
宇
文
忠
之
の
系
統
、
③
宇
文
豆
頽
・

宇
文
麟
麟
の
系
統
、
④
宇
文
求
男
・
宇
文
金
殿
の
系
統
、
⑤
宇
文
直
力
観
・
宇
文
散
の
系
統
は
河
南
洛
陽
に
お
り
、
⑥
宇
文
陵
・
字
文

泰
の
系
統
、
⑦
宇
文
陵
・
字
文
洛
の
系
統
、
⑧
字
文
乢
の
系
統
、
⑨
字
文
伊
與
敦
・
宇
文
盛
の
系
統
は
武
川
鎖
に
定
住
し
て
い
た
。
⑩

系
統
毎
に
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
１
）

宇
文
氏
は
甸
奴
系
鮮
卑
族
で
あ
り
、
史
乗
い
く
つ
か
の
系
統
が
み
と
め
ら
れ
る
が
、
他
の
鮮
卑
族
が
文
人
士
大
夫
化
・
文
人
官
僚
化

（
２
）

し
て
い
く
北
魏
代
か
ら
唐
代
に
か
け
て
、
直
」
の
程
度
漢
族
の
学
問
を
受
容
し
、
文
人
士
大
夫
化
・
文
人
官
僚
化
し
て
い
っ
た
の
か
、
各

宇
文
氏
研
究

序

１
北
魏
代
・
東
西
両
魏
・
北
斉
・
北
周
代

長
部
悦
弘
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宇
文
莫
豆
千
・
字
文
貴
の
系
統
は
夏
州
に
い
た
。
最
初
に
①
宇
文
活
溌
・
宇
文
福
の
系
統
か
ら
み
て
み
よ
う
。

宇
文
活
擬
・
宇
文
福
の
系
統
は
、
宇
文
福
の
代
に
孝
文
帝
に
随
っ
て
洛
陽
へ
徒
往
し
た
。
宇
文
福
の
祖
父
宇
文
活
溌
は
、
後
燕
成
武

帝
（
慕
容
垂
）
に
仕
え
て
唐
郡
内
史
と
な
り
、
北
魏
道
武
帝
が
後
燕
恵
感
帝
（
慕
容
宝
）
を
平
定
す
る
と
、
入
国
し
、
第
一
客
と
し
て

遇
さ
れ
た
。
宇
文
福
の
父
親
は
、
名
前
・
官
歴
が
と
も
に
不
明
で
あ
る
。

宇
文
福
自
身
は
太
僕
少
卿
・
太
僕
卿
・
都
官
尚
書
と
い
っ
た
文
官
を
経
験
し
た
が
、
学
問
を
習
っ
た
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
「
少

く
し
て
驍
果
に
し
て
、
醤
力
有
り
」
ｓ
魏
書
』
四
四
宇
文
福
伝
）
と
あ
り
、
孝
文
帝
代
四
七
七
年
に
羽
林
郎
将
に
任
命
さ
れ
た
の
を

皮
切
り
に
、
孝
明
帝
代
に
懐
朔
鎮
将
・
散
騎
常
侍
・
都
督
懐
朔
・
沃
野
・
武
川
三
鎮
諸
軍
事
・
征
北
将
軍
を
以
っ
て
終
え
る
、
そ
の
官

歴
の
大
部
分
は
、
武
官
が
占
め
て
い
る
。
そ
の
間
宇
文
福
が
踏
ん
だ
武
官
を
適
宜
拾
う
と
、
孝
文
帝
代
に
は
羽
林
郎
将
の
後
に
建
節
将

軍
、
南
征
都
将
、
顕
武
将
軍
、
恢
武
将
軍
・
北
征
都
将
、
冠
軍
将
軍
・
後
軍
将
軍
、
司
衛
監
、
冠
軍
将
軍
・
西
道
都
将
・
征
虜
将
軍
、

驍
騎
将
軍
、
武
術
将
軍
、
征
北
将
軍
・
北
征
都
将
、
な
ど
を
歴
任
し
た
。
宣
武
帝
代
に
は
五
○
○
年
に
平
遠
将
軍
・
南
征
統
軍
を
拝
し

た
後
、
征
虜
将
軍
な
ど
を
経
て
、
五
一
二
年
か
ら
五
一
五
年
ま
で
の
間
に
は
左
衛
将
軍
を
領
し
た
。
四
八
二
年
か
ら
四
九
三
年
ま
で
の

間
に
は
南
斉
を
撃
っ
て
勲
功
を
立
て
、
柔
然
を
撃
破
し
た
．
実
戦
面
を
み
る
と
、
四
九
八
年
に
は
右
衛
将
軍
楊
播
と
と
も
に
孝
文
帝
の

南
斉
親
征
軍
の
前
軍
を
率
い
て
、
南
斉
明
帝
の
派
遣
し
て
き
た
複
慧
景
・
爾
桁
の
軍
を
、
都
城
に
お
い
て
羽
林
の
高
車
兵
五
百
騎
を
用

い
て
潰
走
せ
し
め
た
冑
魏
書
』
四
四
宇
文
福
伝
）
。
さ
ら
に
爾
桁
の
軍
を
褒
陽
に
お
い
て
破
っ
た
（
『
魏
書
』
九
八
蔚
桁
伝
）
。
宣
武
帝

代
に
は
五
○
○
年
に
寿
陽
に
鎖
し
て
い
た
南
斉
の
豫
州
刺
史
輩
叔
業
が
北
魏
に
投
降
の
意
志
を
表
明
し
た
の
を
受
け
て
、
彰
城
王
元
總

①
宇
文
活
溌
・
宇
文
福
の
系
統
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宇
文
福
の
子
宇
文
善
・
宇
文
廷
・
宇
文
慶
安
も
ま
た
学
問
を
習
っ
た
と
い
う
確
証
は
な
い
。
宇
文
善
は
司
空
橡
か
ら
平
南
将
軍
・
光

禄
大
夫
に
遷
っ
た
後
、
「
孝
昌
末
、
北
征
し
て
戦
残
す
」
（
『
魏
書
』
四
四
宇
文
福
伝
）
と
あ
り
、
五
二
四
年
に
沃
野
鎮
人
破
落
汗
抜
陵
の

立
っ
て
い
た
武
人
と
い
え
る
。

四
九
三
年
の
洛
陽
遷
都
よ
り
前
に
、
宇
文
福
は
都
牧
給
事
を
経
験
し
て
い
た
。
洛
陽
遷
都
時
に
は
冠
軍
将
軍
・
後
軍
将
軍
と
な
っ
て

い
た
が
、
孝
文
帝
の
命
を
受
け
て
牧
馬
用
の
土
地
を
物
色
し
、
石
済
津
以
西
、
河
内
郡
以
東
、
黄
河
を
挟
む
南
北
お
よ
そ
五
百
ｋ
ｍ
を

牧
地
と
し
、
馬
を
当
然
含
む
で
あ
ろ
う
種
々
の
家
畜
を
平
城
か
ら
そ
こ
に
移
す
に
当
っ
て
、
上
手
に
養
い
、
損
失
を
出
さ
ず
、
孝
文
帝

か
ら
賞
賛
さ
れ
た
。
そ
の
後
孝
文
帝
代
に
太
僕
典
牧
令
に
任
命
さ
れ
た
。
宣
武
帝
代
に
は
文
官
で
九
寺
の
一
で
あ
る
太
僕
寺
の
副
長
官

の
太
僕
少
卿
と
長
官
の
太
僕
卿
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
太
僕
寺
は
馬
を
管
理
す
る
衙
門
で
あ
り
、
管
理
さ
れ
る
馬
は
北
魏
の
軍
事
装
備
の
要

と
も
な
る
騎
兵
用
・
鞭
重
用
に
役
使
さ
れ
る
軍
馬
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
宇
文
福
が
文
官
で
高
位
の
太
僕
少
卿
（
正
四
品
上
）
・
太

僕
卿
（
正
三
品
）
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
文
官
と
し
て
の
才
能
が
評
価
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
く
、
牧
畜
の
能
力
を
高
く
買
わ
れ
た
か
ら

に
違
い
な
い
。
宇
文
福
は
、
前
線
の
戦
闘
に
お
い
て
活
躍
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
平
時
に
軍
備
を
充
実
さ
せ
る
上
に
お
い
て
も
多
大
な

役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。

に
、
精
騎

賞
さ
れ
た
。

を
総
帥
に
据
え
て
軍
を
派
遣
し
た
折
り
に
、
堆
南
の
重
鎮
建
安
を
攻
略
し
、
義
陽
を
攻
め
る
足
が
か
り
を
確
保
し
、
寿
陽
の
防
備
を
固

め
る
の
に
貢
献
し
た
。
同
年
に
南
斉
の
繭
桁
の
軍
を
黄
蜆
・
武
陽
・
平
嫡
の
三
関
か
ら
出
て
討
ち
、
東
豫
州
刺
史
田
益
宗
と
連
携
し
て

豫
州
の
蛮
を
抑
え
た
。
宇
文
福
の
武
才
は
孝
文
帝
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
戎
服
を
賜
与
さ
れ
、
四
九
三
年
に
豫
州
に
行
幸
し
た
時

に
、
精
騎
一
千
を
領
し
て
背
後
を
護
衛
し
た
。
都
城
攻
撃
に
際
し
て
、
軍
規
が
よ
く
整
い
、
兵
士
も
そ
れ
に
十
分
慣
れ
て
い
る
と
、
嘉

以
上
見
て
き
た
こ
と
に
照
ら
し
て
、
宇
文
福
は
学
問
を
習
得
し
て
文
官
と
し
て
官
界
に
立
つ
と
い
う
よ
り
も
、
軍
事
的
能
力
に
よ
り

－７１－



反
乱
を
契
機
に
北
魏
の
支
配
体
制
を
大
き
く
揺
る
が
し
た
六
鎖
の
乱
の
鎮
圧
に
従
っ
て
、
蝿
れ
た
。
字
文
延
は
宣
武
帝
代
に
五
○
八
年

か
ら
五
一
二
年
の
間
に
奉
直
請
よ
り
釈
褐
し
、
直
後
・
員
外
散
騎
常
侍
を
歴
任
し
た
。
孝
明
帝
代
に
は
五
二
五
年
か
ら
五
二
八
年
の
間

に
仮
節
・
建
威
将
軍
・
西
道
別
将
を
授
け
ら
れ
、
つ
い
で
員
外
散
騎
常
侍
に
除
せ
ら
れ
、
直
寝
に
転
じ
た
。
孝
明
帝
代
五
一
二
年
に
翼

州
に
お
い
て
沙
門
法
慶
が
起
こ
し
た
大
乗
の
乱
は
四
ヶ
月
も
経
た
ぬ
う
ち
に
平
定
さ
れ
た
が
、
翌
五
一
三
年
に
そ
の
餘
賊
が
父
宇
文
福

が
州
刺
史
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
臓
州
城
に
押
し
寄
せ
て
間
入
し
て
き
た
と
き
に
、
父
宇
文
福
を
命
懸
け
で
救
い
出
し
、
賊
を
撃
退
し

た
。
五
一
一
五
年
か
ら
五
二
八
年
の
間
に
は
、
「
関
・
朧
に
援
け
に
赴
き
、
戦
功
有
り
」
と
あ
る
（
『
魏
書
』
四
四
宇
文
延
伝
）
。
五
二
四

年
に
高
平
鎮
の
胡
深
が
沃
野
鎮
人
破
落
汗
抜
陵
に
呼
応
し
て
反
乱
を
起
こ
し
、
秦
州
で
莫
折
太
提
・
莫
折
天
生
。
莫
折
念
生
父
子
が
反

乱
を
起
こ
し
た
。
関
・
朧
地
方
の
反
乱
を
鎮
圧
す
る
た
め
に
爾
宝
蚤
を
派
遣
し
た
が
、
鎮
圧
に
手
を
焼
き
、
五
二
七
年
に
は
麟
宝
費
が

反
旗
を
翻
し
、
孝
荘
帝
代
五
三
○
年
に
鎮
圧
さ
れ
た
。
字
文
延
が
関
・
髄
地
方
に
赴
い
て
助
け
た
の
は
、
五
二
七
年
以
前
で
あ
り
、
助

け
た
相
手
は
爾
宝
黄
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
最
期
は
「
万
俟
醜
奴
と
戦
い
残
す
」
と
あ
り
（
『
魏
書
』
四
四
宇
文
延
伝
）
、
五
二
八
年

に
関
中
に
お
い
て
反
乱
を
起
こ
し
た
高
平
鎮
人
万
俟
醜
奴
の
討
伐
に
従
軍
し
て
、
戦
没
し
た
。
字
文
延
が
参
加
し
た
部
隊
は
、
明
記
さ

れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
爾
朱
栄
の
一
族
爾
朱
天
光
を
頭
に
戴
き
、
武
川
鎖
出
身
の
賀
抜
岳
を
副
頭
目
と
す
る
部
隊
で
あ
っ
た
か
と

お
も
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
宇
文
善
と
字
文
延
は
、
文
人
と
は
い
え
ず
、
武
人
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
宇
文
慶
安
は
、
平
北
将

軍
・
武
術
将
軍
と
い
っ
た
武
官
に
就
い
た
以
外
に
、
尚
書
殿
中
郎
中
と
い
っ
た
通
常
漢
族
士
大
夫
が
任
ぜ
ら
れ
た
尚
書
省
郎
官
に
任
命

（
４
）

さ
れ
た
点
か
ら
、
学
問
を
身
に
付
け
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

宇
文
活
擬
・
宇
文
福
の
系
統
は
、
宇
文
福
の
孫
の
宇
文
仲
鱒
・
宇
文
仲
融
・
宇
文
仲
術
の
代
ま
で
し
か
辿
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
宇

文
仲
鴬
は
字
文
延
の
子
で
あ
り
、
東
魏
で
丞
相
府
長
流
参
軍
に
就
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
他
に
記
述
が
な
い
。
宇
文
仲

融
と
宇
文
仲
桁
は
、
い
ず
れ
も
宇
文
慶
安
の
子
で
、
名
前
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
他
に
記
述
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
宇
文
福

－７２－



以
上
か
ら
、
宇
文
活
擬
・
宇
文
福
の
系
統
に
お
い
て
、
北
魏
代
に
学
問
を
学
ん
で
い
た
こ
と
は
、
確
認
で
き
な
い
。
僅
か
に
宇
文
慶

安
が
学
問
を
学
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
逆
に
、
宇
文
福
の
資
質
や
、
武
官
が
大
部
分
を
占
め
る
官

歴
、
宇
文
善
と
字
文
延
が
北
魏
末
の
反
乱
鎮
圧
に
参
加
し
た
事
実
か
ら
、
宇
文
活
掻
・
宇
文
福
の
系
統
は
、
鮮
卑
族
の
漢
文
化
導
入
の

中
心
た
る
洛
陽
に
い
た
と
は
い
え
、
北
魏
代
に
は
学
問
を
積
極
的
に
取
り
込
ん
だ
様
子
は
な
く
、
む
し
ろ
武
人
色
の
濃
厚
な
家
で
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。

が
な
い
。

宇
文
活
溌
・
宇
文
福
の
系
統
以
外
に
、
北
魏
代
に
河
南
洛
陽
に
移
住
し
た
の
が
、
宇
文
阿
生
・
宇
文
忠
之
の
系
統
で
あ
る
。
宇
文
阿

生
は
安
南
将
軍
に
就
き
、
そ
の
子
宇
文
侃
は
治
書
侍
御
史
に
任
命
さ
れ
た
。
宇
文
阿
生
・
宇
文
忠
之
の
系
統
は
、
も
と
平
城
に
居
住
し

て
い
た
。
河
南
洛
陽
に
移
住
し
た
時
期
は
確
定
で
き
な
い
が
、
宇
文
阿
生
か
字
文
侃
の
代
で
あ
る
か
と
推
察
さ
れ
る
。
確
実
な
の
は
、

字
文
侃
の
子
宇
文
忠
之
の
代
に
は
河
南
洛
陽
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
宇
文
忠
之
は
「
文
史
を
猟
渉
し
、
頗
る
筆
札
有
り
」
と

あ
り
（
『
魏
書
』
八
一
宇
文
忠
之
伝
）
、
宇
文
氏
で
は
じ
め
て
学
問
を
習
得
し
た
の
が
確
か
め
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
ｑ
そ
の
官
歴
は
、
ほ

と
ん
ど
学
問
を
身
に
付
け
て
い
る
漢
族
士
大
夫
が
就
く
文
官
が
占
め
て
い
る
。
北
魏
代
に
太
学
博
士
よ
り
釈
褐
し
、
東
魏
で
は
五
三
四

年
に
中
書
侍
郎
に
除
せ
ら
れ
、
五
四
三
年
に
は
尚
書
右
丞
に
任
命
さ
れ
た
。
武
官
と
な
っ
た
の
は
、
五
四
一
一
一
年
に
尚
書
右
丞
と
と
も
に

安
南
将
軍
を
兼
ね
た
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
実
戦
面
に
お
い
て
も
、
北
魏
末
の
動
乱
や
東
西
両
魏
の
争
覇
戦
の
渦
中
に
い
た
に
も
か
か
わ

の
孫
の
世
代
に
お
い
て
、
学
問
を
学
び
、
身
に
付
け
る
よ
う
に
な
っ
た
か
否
か
、
軍
事
に
ど
の
程
度
関
わ
っ
て
い
た
の
か
、
確
め
よ
う

②
宇
文
阿
生
・
宇
文
忠
之
の
系
統
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字
文
測
は
、
字
文
泰
の
族
子
で
あ
る
。
彼
の
高
祖
字
文
中
山
・
曾
祖
宇
文
豆
頽
・
祖
父
宇
文
戯
麟
・
父
宇
文
永
は
、
官
歴
は
全
く
不

明
で
あ
る
が
、
顕
官
に
至
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
『
周
書
』
二
七
宇
文
測
伝
）
。
宇
文
側
自
身
は
奉
朝
請
・
殿
中
侍
御
史
よ
り
起
家
し
、

司
徒
右
長
史
・
安
東
将
軍
に
累
遷
し
、
宣
武
帝
の
娘
陽
平
公
主
を
要
り
、
鮒
馬
都
尉
を
拝
し
た
。
北
魏
孝
武
帝
が
高
歓
と
軋
礫
が
生
じ

た
時
に
、
関
中
に
い
た
字
文
泰
の
も
と
に
連
絡
役
と
し
て
走
り
、
五
三
四
年
に
は
孝
武
帝
の
西
遷
に
洛
陽
か
ら
随
従
し
た
。

字
文
測
は
、
洛
陽
に
居
住
し
た
か
否
か
は
、
史
乗
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
の
生
年
が
四
八
九
年
で
あ
り
、
四
九
三
年
に
四
歳
で

洛
陽
遷
都
に
際
会
し
た
。
お
そ
ら
く
父
親
の
字
文
永
も
ま
た
、
洛
陽
遷
都
を
経
験
し
た
は
ず
で
あ
る
。
洛
陽
遷
都
後
、
洛
陽
に
移
住
し

た
人
々
が
昇
官
や
婚
姻
の
上
で
優
遇
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
北
辺
の
六
鎮
鎮
民
が
賎
民
化
し
、
官
界
で
の
昇
進
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
、

（
５
）

結
婚
の
範
囲
も
差
別
さ
れ
限
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
字
文
永
は
就
任
し
た
官
や
そ
の
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
高
位
高
官

ら
ず
、
軍
事
的
能
力
を
発
揮
し
た
形
跡
は
な
い
。
五
三
八
年
に
は
中
書
侍
郎
に
通
道
散
騎
常
侍
を
兼
ね
て
、
梁
の
武
帝
の
も
と
に
副
使

と
し
て
派
遣
さ
れ
た
。
こ
の
時
正
使
で
あ
っ
た
の
が
、
榮
陽
郡
の
名
族
鄭
伯
猷
で
あ
っ
た
。
通
常
南
北
朝
の
外
交
使
節
に
選
ば
れ
る
の

は
、
学
才
の
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
。
鄭
伯
猷
は
若
い
時
分
か
ら
博
学
で
文
才
が
あ
る
と
知
ら
れ
て
お
り
、
司
州
の
秀
才
に
挙
げ
ら
れ
た

後
、
太
学
博
士
・
尚
書
外
兵
郎
中
・
国
子
祭
酒
を
歴
任
し
、
そ
の
間
起
居
注
を
掌
っ
た
爲
魏
書
』
五
六
鄭
伯
猷
伝
）
。
宇
文
忠
之
が
梁

に
派
遣
さ
れ
る
使
節
に
加
え
ら
れ
た
の
は
、
鄭
伯
猷
と
同
様
に
そ
の
学
才
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
以
上
か
ら
み
て
、

宇
文
忠
之
は
戦
陣
に
お
い
て
軍
事
的
能
力
を
発
揮
し
て
、
勲
功
を
立
て
る
武
人
と
い
う
よ
り
も
、
学
問
に
よ
り
文
官
に
就
く
文
人
と
み

な
せ
る
。

③
宇
文
豆
頽
・
宇
文
麟
麟
の
系
統
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字
文
測
の
北
魏
代
に
辿
っ
た
官
歴
は
、
先
に
挙
げ
た
も
の
で
尽
き
て
い
る
。
西
魏
で
辿
っ
た
官
歴
を
み
る
と
、
文
武
両
官
に
就
い
て

い
る
。
文
官
は
、
五
一
一
一
四
年
に
丞
相
府
の
右
長
史
と
な
り
、
つ
い
で
通
直
散
騎
常
侍
・
黄
門
侍
郎
に
除
せ
ら
れ
た
。
五
三
八
年
に
は
侍

中
・
長
史
を
拝
し
、
五
四
○
年
に
免
官
さ
れ
た
後
、
行
扮
州
事
に
任
命
さ
れ
た
。
五
四
一
一
年
に
は
金
紫
光
禄
大
夫
を
加
え
ら
れ
、
行
綏

州
事
に
転
じ
、
五
四
四
年
に
太
子
少
保
を
拝
し
た
。
武
官
は
五
四
○
年
か
ら
五
四
一
一
年
の
間
に
使
持
節
・
騨
騎
大
将
軍
・
開
府
儀
同
三

司
・
大
都
督
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
戦
陣
で
勲
功
を
挙
げ
た
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
。
丞
相
府
の
右
長
史
で
あ
っ
た
時
に
、

に
到
達
し
た
旨
が
史
乗
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
洛
陽
遷
都
後
の
官
界
で
の
到
達
点
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
字
文
測
は
、

そ
の
生
年
か
ら
み
て
、
起
家
し
た
の
は
洛
陽
遷
都
後
で
あ
る
。
上
に
列
挙
し
た
、
彼
が
任
命
さ
れ
た
官
は
、
京
官
で
あ
る
。
洛
陽
週
都

後
京
官
に
任
命
さ
れ
、
北
魏
の
宗
室
と
通
婚
す
る
な
ど
、
任
官
や
結
婚
の
上
で
優
遇
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
洛
陽
に
居
住
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
字
文
測
は
、
「
少
く
し
て
篤
く
学
び
、
毎
に
旬
月
は
戸
臓
を
窺
わ
ず
」
と
あ
る
（
『
周
書
』
一
一
七
宇
文
測
伝
）
。
字
文
測

の
弟
宇
文
深
は
、
経
史
を
学
ん
だ
こ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
好
ん
で
『
兵
書
』
を
読
」
み
（
『
周
書
』
一
一
七
宇
文
深
伝
）
、
北

魏
孝
荘
帝
代
五
一
一
八
年
に
秘
書
郎
か
ら
起
家
し
て
い
る
点
か
ら
、
学
問
を
学
ん
で
い
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
字
文
測
・
宇
文
深
兄
弟

が
学
問
を
学
ん
だ
時
期
は
、
北
魏
代
洛
陽
遷
都
後
で
あ
ろ
う
。
宇
文
深
の
子
宇
文
孝
伯
は
、
「
其
の
生
ま
る
る
、
高
祖
（
武
帝
）
と
日

と
も

を
同
じ
ゆ
う
す
れ
ば
、
太
祖
（
字
文
泰
）
甚
だ
之
を
愛
し
、
第
内
に
養
う
。
長
ず
る
に
及
ん
で
、
高
祖
（
武
帝
）
と
同
に
学
ん
」
だ

（
『
周
書
』
四
○
宇
文
孝
伯
伝
）
。
宇
文
孝
伯
の
生
年
月
日
は
、
北
周
武
帝
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
西
魏
成
立
後
五
四
三
年
で
あ
る
（
『
周

轡
』
五
武
帝
紀
上
）
。
北
周
が
五
五
七
年
に
成
立
し
た
時
点
で
、
一
五
歳
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
前
に
学
問
を
習
っ
て
い
た
も
の
と
お

轡
』
五
武
一

も
わ
れ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、

て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

字
文
測
・
宇
文
深
兄
弟
は
、
北
魏
代
洛
陽
遷
都
後
に
学
問
を
学
び
、
宇
文
孝
伯
は
西
魏
に
お
い
て
学
問
を
修
め

－７５－



他
方
、
字
文
深
は
、
北
魏
代
・
西
魏
・
北
周
で
辿
っ
た
官
歴
を
み
る
と
、
文
官
‐
武
官
の
両
方
を
経
験
し
て
い
る
。
彼
が
任
命
さ
れ

た
文
官
は
、
北
魏
孝
荘
帝
代
五
二
八
年
に
秘
書
郎
か
ら
起
家
し
た
後
、
西
魏
が
成
立
し
た
翌
五
三
五
年
に
丞
相
府
主
簿
に
任
ぜ
ら
れ
、

つ
い
で
尚
書
直
事
郎
中
に
転
じ
た
。
西
魏
は
五
五
六
年
に
六
官
制
度
を
採
用
し
、
六
官
制
度
は
五
五
七
年
に
北
周
が
成
立
し
た
後
も
五

八
一
年
に
晴
が
禅
譲
を
受
け
る
ま
で
存
続
し
た
。
六
官
制
度
下
で
字
文
深
が
就
い
た
主
な
文
官
は
、
西
魏
で
五
五
六
年
に
小
吏
部
下
大

夫
に
任
命
さ
れ
、
北
周
で
は
ま
ず
吏
部
中
大
夫
に
除
せ
ら
れ
、
五
六
○
年
に
宗
師
大
夫
を
拝
し
、
軍
司
馬
に
転
じ
、
五
六
一
年
に
京
兆

尹
に
就
い
た
後
、
司
会
中
大
夫
に
な
っ
た
。
以
上
挙
げ
た
文
官
の
中
、
尚
書
直
事
郎
中
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
尚
書
省
郎
官
で
あ
る
。

小
吏
部
下
大
夫
は
吏
部
郎
中
に
相
当
し
、
軍
司
馬
は
兵
部
郎
中
に
対
応
し
、
司
会
中
大
夫
は
戸
部
郎
中
ま
た
は
度
支
郎
中
に
匹
敵
し
、

（
６
）

六
官
制
度
下
で
尚
書
省
郎
官
に
当
る
官
に
任
命
さ
れ
た
。
五
一
二
五
年
に
丞
相
府
主
薄
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
丞
相
で
あ
っ
た
字
文
泰
が

謀
略
に
優
れ
て
い
た
字
文
深
と
政
事
を
諮
る
こ
と
を
望
ん
だ
か
ら
で
あ
る
（
『
周
書
』
二
七
宇
文
深
伝
）
。
「
選
曹
に
在
る
に
及
ん
で
、

頗
る
時
誉
を
猶
」
と
あ
り
（
『
周
書
』
二
七
宇
文
深
伝
）
、
小
吏
部
下
大
夫
・
吏
部
中
大
夫
（
吏
部
侍
郎
に
相
当
）
で
あ
っ
た
時
に
行
っ

た
仕
事
が
高
い
評
価
を
受
け
た
。
以
上
か
ら
、
字
文
深
は
文
官
と
し
て
の
政
務
能
力
・
実
務
能
力
に
秀
で
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
。

彼
が
踏
ん
だ
武
官
は
、
北
魏
孝
荘
帝
代
五
二
八
年
以
後
に
腐
武
将
軍
を
拝
し
、
五
三
○
年
に
は
子
都
督
を
授
け
ら
れ
て
、
宿
衛
の
兵

卒
を
領
し
、
五
三
四
年
に
は
部
下
の
兵
士
を
率
い
て
孝
武
帝
の
西
遷
に
従
っ
た
。
西
魏
で
は
五
五
五
年
に
車
騎
大
将
軍
・
儀
同
三
司
・

（
７
）

散
騎
常
侍
に
進
ん
だ
。
北
周
で
は
五
五
七
年
に
成
立
し
た
後
、
騨
騎
大
将
軍
・
開
府
儀
同
三
司
に
任
命
さ
れ
た
。
実
戦
に
お
い
て
も
、

北
周
に
お
い
て
は
軍
事
活
動
に
従
事
し
て
い
な
い
が
、
西
魏
軍
の
一
員
と
し
て
東
魏
と
の
争
覇
戦
と
稽
胡
討
伐
に
参
加
し
た
。
五
三
七

も
わ
れ
る
。

丞
相
で
あ
っ
た
字
文
泰
か
ら
、
軍
国
の
政
事
を
多
く
任
さ
れ
、
宗
室
元
氏
の
昭
穆
遠
近
を
詳
定
す
る
な
ど
、
む
し
ろ
文
官
と
し
て
貢
献

し
た
。
字
文
測
の
生
涯
は
、
武
人
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
学
問
を
基
に
活
動
す
る
文
人
と
し
て
の
側
面
が
惨
み
出
て
い
る
よ
う
に
お

7６



宇
文
深
の
子
宇
文
孝
伯
も
ま
た
、
文
武
両
官
を
踏
ん
だ
。
彼
の
官
界
で
の
歩
み
は
、
北
周
明
帝
代
に
文
官
に
就
い
た
の
に
始
ま
る
。

文
官
か
ら
み
る
と
、
北
周
孝
明
帝
代
五
五
九
年
に
宗
師
上
士
を
拝
し
た
。
武
帝
代
に
は
、
右
侍
上
士
を
拝
し
、
五
七
二
年
以
後
に
司
会

中
大
夫
・
左
右
小
宮
伯
・
東
宮
左
宮
正
を
経
歴
し
、
そ
の
後
宗
師
中
大
夫
を
拝
し
、
五
七
六
年
に
は
京
兆
尹
を
経
て
、
左
右
宮
伯
と
な

り
、
さ
ら
に
内
史
下
大
夫
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
宜
帝
代
五
七
八
年
に
は
、
小
家
宰
に
就
い
た
。
こ
の
中
司
会
中
大
夫
は
尚
書
省
郎
官
の
戸

部
郎
中
ま
た
は
度
支
郎
中
に
匹
敵
し
、
内
史
下
大
夫
は
中
書
侍
郎
に
相
当
し
た
。
実
務
の
要
を
握
る
尚
書
省
郎
官
や
詔
勅
起
草
に
関
わ

る
中
書
省
官
に
当
る
宮
に
就
い
た
点
か
ら
、
実
務
能
力
や
学
才
を
備
え
て
い
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

年
に
は
小
関
（
漣
関
の
周
辺
）
の
戦
い
並
び
に
沙
苑
（
華
州
）
の
戦
い
に
加
わ
り
、
五
三
八
年
に
は
洛
陽
進
攻
の
一
翼
を
担
い
、
河
橋

（
洛
陽
）
の
戦
い
に
従
っ
た
。
五
三
八
年
に
は
西
魏
軍
は
洛
陽
の
北
都
山
で
東
魏
軍
に
大
敗
を
喫
す
る
が
、
前
年
に
は
小
関
と
沙
苑
で

大
勝
を
博
し
た
。
小
関
で
は
高
歓
が
本
陣
の
蒲
坂
（
河
東
郡
）
か
ら
憧
関
に
分
遣
し
て
き
た
驍
将
寅
泰
を
倒
し
、
沙
苑
で
は
高
歓
の
率

い
る
兵
士
一
○
万
人
中
七
万
を
虜
穫
し
た
。
蒲
坂
で
高
歓
が
構
え
る
本
陣
を
衝
く
よ
り
も
、
小
関
で
寅
泰
を
迩
撃
す
る
よ
う
策
を
献
じ

た
の
も
、
高
飲
を
走
路
で
迎
撃
す
る
よ
う
進
言
し
た
の
も
、
字
文
深
で
あ
っ
た
。
彼
の
軍
事
上
の
策
略
が
、
小
関
と
沙
苑
で
の
軍
事
上

の
勝
利
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。
五
四
○
年
に
は
、
白
額
稽
胡
を
討
伐
し
て
戦
功
を
立
て
た
。
字
文
深
は
字
文
泰
の
近
侍
に
あ
っ

て
、
常
に
策
を
進
言
し
た
が
、
そ
の
策
は
政
治
上
の
事
柄
の
み
な
ら
ず
、
軍
事
上
の
策
略
も
数
多
く
含
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
字

文
泰
が
宇
文
深
の
作
戦
能
力
を
極
め
て
高
く
買
っ
て
い
た
こ
と
は
、
宇
文
深
の
勧
告
に
従
っ
て
弘
農
郡
を
攻
略
し
て
洛
陽
進
攻
の
橋
頭

塗
を
麺
得
す
る
の
に
成
功
し
た
時
に
、
前
漢
高
祖
の
謀
臣
陳
平
に
擬
し
た
こ
と
か
ら
窺
え
る
。
字
文
深
は
好
ん
で
兵
書
を
読
ん
だ
と
さ
れ

る
が
（
『
周
霧
』
二
七
宇
文
深
伝
）
、
そ
の
知
謀
の
根
源
は
兵
書
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
か
ら
、
字
文
深
は
文
武
両
才
の
人
物
で
あ
り
、
学
問
を
政
務
・
実
務
・
軍
事
に
活
か
し
て
文
武
両
方
の
官
と
し
て
官
界
に
立
つ

た
と
い
え
る
。
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武
官
は
、
北
周
武
帝
代
五
六
○
年
に
衛
士
で
あ
る
右
侍
上
士
と
な
り
、
五
七
二
年
に
開
府
儀
同
三
司
を
授
け
ら
れ
、
五
七
六
年
に
は
大

将
軍
を
加
え
ら
れ
、
五
七
八
年
に
は
司
衛
上
大
夫
に
任
ぜ
ら
れ
、
宿
衛
の
兵
馬
を
総
轄
し
た
。
宣
帝
代
に
は
、
五
七
八
年
に
行
軍
総
管

に
就
け
ら
れ
た
。
実
戦
で
は
、
北
周
武
帝
代
五
七
六
年
に
入
寵
し
た
吐
谷
蝿
を
皇
太
子
宇
文
賛
（
後
の
宣
帝
）
が
征
討
し
た
の
に
従
っ

た
。
こ
の
時
青
海
西
方
の
吐
谷
輝
の
拠
点
伏
俟
城
を
突
き
、
そ
の
可
汗
考
呂
を
追
い
払
っ
た
（
『
周
書
』
五
○
吐
谷
揮
伝
）
。
宣
帝
代
五

七
八
年
に
行
軍
総
管
と
し
て
、
行
軍
元
帥
宇
文
盛
の
指
揮
下
で
扮
州
の
稽
胡
帥
劉
受
羅
（
選
）
千
の
反
乱
を
平
定
す
る
の
に
参
加
し
た
。

吐
谷
浬
遠
征
当
時
、
軍
中
の
事
の
多
く
は
、
宇
文
孝
伯
が
決
め
た
爲
周
書
』
四
○
宇
文
孝
伯
伝
）
。
吐
谷
漁
に
対
し
て
軍
事
的
勝
利
を

収
め
る
上
で
、
宇
文
孝
伯
の
力
が
大
き
く
働
い
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

宇
文
孝
伯
は
、
前
に
み
た
ご
と
く
、
北
周
武
帝
と
同
じ
日
に
生
ま
れ
た
が
故
に
字
文
泰
に
可
愛
が
ら
れ
、
そ
の
邸
第
内
で
養
わ
れ
、

武
帝
と
と
も
に
机
を
並
べ
て
学
問
を
習
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
武
帝
が
彼
に
寄
せ
る
信
頼
は
、
絶
大
で
あ
っ
た
。
五
七
二
年
に
実
権
を
握
っ

て
い
た
字
文
謹
を
宮
中
で
詠
殺
し
て
奪
権
し
た
時
に
、
事
前
に
謀
議
に
加
わ
っ
た
。
五
七
六
年
に
武
帝
が
雌
雄
を
決
す
べ
く
自
ら
北
斉

征
服
の
大
軍
を
起
こ
し
た
時
に
は
、
留
守
を
預
か
っ
た
。
五
七
八
年
に
は
司
衛
上
大
夫
に
任
ぜ
ら
れ
、
宿
衛
の
兵
馬
の
統
率
を
委
ね
ら

れ
た
の
は
、
突
厭
遠
征
か
ら
雲
陽
宮
に
帰
っ
た
時
に
病
に
臥
せ
死
期
が
近
い
の
を
悟
っ
た
武
帝
が
後
事
を
託
そ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
み
た
ご
と
く
、
宇
文
孝
伯
は
文
武
両
才
を
兼
ね
備
え
、
武
帝
と
の
信
頼
関
係
を
背
景
に
、
文
武
両
官
を
踏
ん
だ
と
言
え
よ
う
。

宇
文
孝
伯
の
子
字
文
飲
は
、
史
乗
に
名
前
が
見
え
る
の
み
で
、
学
問
習
得
の
有
無
・
官
歴
・
軍
事
的
能
力
の
程
度
が
全
く
不
明
で
あ

要
す
る
に
、
宇
文
豆
頽
・
宇
文
騏
麟
の
系
統
は
、
字
文
測
・
宇
文
深
兄
弟
・
宇
文
孝
伯
の
一
一
世
代
が
、
北
魏
代
洛
陽
遷
都
後
に
学
問

を
学
び
は
じ
め
、
北
魏
・
西
魏
に
お
い
て
文
武
両
官
に
就
い
て
官
界
に
地
位
を
占
め
た
。

る
｡
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宇
文
求
男
・
宇
文
金
殿
の
系
統
は
、
宇
文
神
挙
・
宇
文
神
慶
兄
弟
の
高
祖
宇
文
晋
陵
、
曽
祖
父
宇
文
求
男
は
、
北
魏
代
に
就
い
た
官

は
不
明
で
あ
る
が
、
高
位
顕
官
に
達
し
た
と
さ
れ
る
。
祖
父
宇
文
金
殿
は
、
北
魏
代
に
鎮
遠
将
軍
・
党
州
刺
史
に
昇
っ
た
。
北
魏
孝
文

帝
代
四
九
九
年
に
定
め
た
職
令
に
よ
れ
ば
、
官
品
は
鎮
遠
将
軍
が
正
四
品
下
、
党
州
刺
史
は
正
三
品
・
従
三
品
・
正
四
品
上
の
い
ず
れ

か
で
あ
り
、
五
品
以
上
に
昇
っ
て
お
り
、
高
官
に
到
達
し
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
父
の
字
文
頭
和
は
、
北
魏
孝
文
帝
代
四
九
八
年

の
生
ま
れ
で
あ
る
が
、
北
魏
孝
武
帝
が
五
一
一
一
○
年
に
平
陽
王
に
封
ぜ
ら
れ
て
か
ら
五
三
二
年
に
即
位
す
る
ま
で
の
間
に
仕
え
、
孝
武
帝

が
践
昨
す
る
と
、
近
衛
軍
の
指
揮
官
に
任
命
さ
れ
た
。
五
三
一
一
年
に
冠
軍
将
軍
・
閣
内
都
督
に
擢
授
さ
れ
、
さ
ら
に
五
三
四
年
に
孝
武

帝
と
実
権
を
握
っ
た
高
歓
と
の
間
に
対
立
が
生
じ
る
と
、
朱
衣
直
閤
・
閤
内
大
都
督
に
遷
り
、
孝
武
帝
の
入
関
に
随
従
し
た
。
宇
文
神

挙
・
宇
文
神
慶
兄
弟
の
中
、
宇
文
神
慶
は
河
南
洛
陽
人
と
さ
れ
る
冑
階
書
』
五
○
宇
文
神
慶
伝
）
。
宇
文
神
慶
の
史
乗
に
載
っ
て
い
る

事
蹴
は
北
周
と
晴
の
も
の
に
限
ら
れ
、
生
卒
年
も
不
明
で
あ
る
の
で
、
本
人
が
北
魏
代
洛
陽
遷
都
後
に
果
た
し
て
洛
陽
に
居
住
し
て
い

た
か
否
か
は
、
確
定
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
河
南
洛
陽
は
本
貫
を
記
し
た
と
み
ら
れ
る
。
宇
文
求
男
・
宇
文
金
殿
の
系
統
は
、
宇
文

神
挙
・
宇
文
神
慶
兄
弟
の
高
祖
宇
文
晋
陵
、
曽
祖
父
宇
文
求
男
が
北
魏
代
に
高
位
顕
官
に
達
し
た
こ
と
、
祖
父
字
文
金
殿
も
北
魏
代
に

高
官
に
達
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
父
宇
文
頭
和
が
洛
陽
に
駐
屯
し
て
い
る
近
衛
軍
の
指
揮
官
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
宇
文
神
慶
の
本

貫
と
し
て
河
南
洛
陽
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
宇
文
金
殿
の
代
に
洛
陽
に
移
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

字
文
頭
和
は
、
北
魏
代
に
「
頗
る
経
史
を
渉
□
た
（
『
周
書
』
四
○
宇
文
顕
和
伝
）
。
そ
の
子
宇
文
神
挙
は
、
「
風
儀
を
億
に
し
て
、

辞
令
を
善
く
し
て
、
博
く
経
史
を
渉
り
、
性
篇
章
を
愛
し
」
と
あ
り
（
『
周
書
』
四
○
宇
文
神
挙
伝
）
、
西
魏
で
学
問
を
学
ん
だ
と
み
ら

れ
る
。
そ
の
弟
宇
文
神
慶
は
、
北
周
の
初
め
に
「
業
を
東
観
に
受
け
、
頗
る
経
史
を
渉
っ
」
た
（
『
惰
書
』
五
○
宇
文
慶
伝
）
。

④
宇
文
求
男
・
宇
文
金
殿
の
系
統
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兄
弟
の
父
宇
文
頭
和
は
、
「
脅
力
人
を
絶
ち
、
弓
の
数
百
斤
な
る
を
轡
き
、
能
く
左
右
に
馳
せ
射
る
」
と
あ
り
（
『
周
書
』
四
○
宇
文

顕
和
伝
）
、
武
芸
に
優
れ
て
い
た
。
そ
の
官
歴
を
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
武
官
一
色
で
あ
る
。
北
魏
孝
武
帝
代
に
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う

に
、
五
三
二
年
に
冠
軍
将
軍
・
閤
内
都
督
に
擢
授
さ
れ
、
さ
ら
に
五
一
一
一
四
年
に
は
朱
衣
直
閤
・
閤
内
大
都
督
に
任
命
さ
れ
た
。
西
魏
で

は
帳
内
大
都
督
と
な
り
、
持
節
・
衛
将
軍
・
東
夏
州
刺
史
を
経
て
、
車
騎
大
将
軍
・
儀
同
三
司
に
進
み
、
散
騎
常
侍
を
加
え
ら
れ
た
。

学
問
を
習
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
武
人
と
し
て
生
涯
を
送
っ
た
。

宇
文
神
挙
は
、
北
周
武
帝
代
・
宣
帝
代
に
お
い
て
そ
の
官
歴
を
刻
ん
だ
。
官
歴
を
み
る
と
、
文
武
両
官
を
経
歴
し
て
い
る
。
文
官
は
、

中
央
で
は
経
験
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
学
才
を
必
要
と
す
る
中
書
省
官
や
実
務
能
力
が
求
め
ら
れ
る
尚
書
省
郎
官
に
相
当
す
る
六

官
制
度
下
の
官
に
は
、
就
い
て
は
い
な
い
。
宇
文
神
挙
が
任
命
さ
れ
た
文
官
を
み
る
と
、
北
周
武
帝
代
五
七
二
年
に
京
兆
尹
に
任
ぜ
ら

れ
、
五
七
四
年
に
熊
州
刺
史
に
出
た
後
、
五
七
六
年
に
は
井
州
刺
史
に
任
命
さ
れ
た
。
武
官
は
、
北
周
明
帝
代
五
五
八
年
に
中
侍
上
士

よ
り
起
家
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
武
帝
代
五
六
一
年
以
後
に
帥
都
督
を
授
け
ら
れ
、
つ
い
で
大
都
督
・
使
持
節
・
車
騎
大
将
軍
・
儀
同

三
司
に
週
り
、
五
六
四
年
に
騨
騎
大
将
軍
・
開
府
儀
同
三
司
に
進
ん
だ
後
、
小
宮
伯
下
大
夫
に
任
ぜ
ら
れ
、
五
六
六
年
に
は
右
宮
伯
中

大
夫
を
拝
し
た
。
五
七
六
年
に
は
井
州
刺
史
と
と
も
に
上
関
府
儀
同
大
将
軍
を
加
え
ら
れ
、
つ
い
で
上
大
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
た
後
、
俄

か
に
柱
国
大
将
軍
に
進
み
、
五
七
八
年
に
は
司
武
上
大
夫
に
転
じ
た
。
宣
帝
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
五
七
八
年
に
井
州
総
官
に
任
命
さ

れ
た
。
実
戦
で
は
、
宿
敵
の
北
斉
や
突
厭
と
の
会
戦
で
活
躍
し
た
。
北
周
武
帝
代
五
七
六
年
に
北
斉
領
の
陸
揮
な
ど
五
城
を
抜
き
、
さ

ら
に
武
帝
の
東
方
親
征
に
従
い
、
五
七
六
年
か
五
七
七
年
に
は
井
州
に
押
し
寄
せ
て
き
た
東
寿
陽
県
の
反
乱
集
団
を
平
定
し
、
五
七
八

年
に
武
帝
が
突
厭
と
戦
う
べ
く
出
馬
し
た
時
に
は
姫
願
と
と
も
に
五
道
よ
り
兵
を
率
い
て
従
軍
し
、
突
厭
の
後
押
し
を
受
け
て
即
位
し

た
旧
北
斉
宗
室
の
高
紹
義
を
迎
え
よ
う
と
、
当
地
の
名
族
慮
昌
期
と
祖
英
伯
ら
が
萢
陽
郡
で
起
こ
し
た
反
乱
を
平
定
し
た
（
『
北
斉
書
』

一
一
一
高
紹
義
伝
）
。
宣
帝
代
五
七
八
年
に
行
軍
元
帥
宇
文
盛
の
指
揮
下
に
入
り
扮
州
で
反
乱
を
起
こ
し
た
稽
胡
帥
劉
受
羅
（
避
）
千
と
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連
合
し
て
南
下
し
て
き
た
突
廠
軍
を
敗
走
さ
せ
、
稽
胡
の
後
援
を
断
っ
た
。

宇
文
神
挙
は
、
虚
昌
期
に
同
調
し
て
反
乱
に
加
わ
っ
た
慮
思
道
を
本
来
処
刑
す
べ
き
と
こ
ろ
を
文
才
を
認
め
て
赦
す
ほ
ど
に
、
学
問

や
士
人
を
尊
ん
だ
。
自
身
も
詩
歌
を
非
常
に
好
ん
だ
が
故
に
、
文
苑
に
関
心
を
注
い
だ
明
帝
が
遊
ぶ
際
、
つ
ね
に
陪
侍
を
許
さ
れ
た

（
『
周
書
』
四
○
宇
文
神
挙
伝
）
。
他
方
、
騎
射
に
長
じ
、
「
戎
に
臨
み
冠
に
対
し
、
勇
に
し
て
課
有
り
」
（
『
周
書
』
四
○
宇
文
神
挙
伝
）

と
あ
り
、
上
で
み
た
ご
と
く
軍
功
を
立
て
た
。
文
武
両
才
を
具
備
し
て
い
た
が
た
め
に
、
「
任
文
武
を
兼
ぬ
る
を
得
」
（
『
周
書
』
四
○

宇
文
神
挙
伝
）
と
あ
る
ご
と
く
、
文
武
両
官
に
任
命
さ
れ
た
と
い
え
る
。
た
だ
官
歴
を
み
る
と
、
文
官
が
武
官
よ
り
少
な
く
、
中
書
省

官
や
尚
書
省
郎
官
を
経
験
し
て
お
ら
ず
、
し
か
も
就
い
た
文
官
は
軍
事
に
関
わ
る
州
刺
史
で
あ
っ
た
。
彼
が
州
刺
史
と
し
て
赴
任
し
た

熊
州
は
北
斉
領
を
指
呼
に
み
る
最
前
線
に
位
圃
し
、
井
州
は
北
斉
の
副
都
で
あ
り
彼
が
任
命
さ
れ
た
時
期
は
北
周
が
占
領
し
た
直
後
で

あ
り
情
勢
が
ま
だ
不
穏
な
時
期
で
あ
っ
た
か
と
お
も
わ
れ
る
。
彼
の
民
政
上
の
手
腕
と
と
も
に
、
軍
事
上
の
能
力
が
買
わ
れ
て
任
ぜ
ら

れ
た
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
業
綱
も
、
軍
事
上
の
も
の
が
目
立
つ
。
文
武
両
才
を
兼
ね
、
文
武
両
官
を
経
た
と
は
い
え
、
そ
の
生

涯
は
武
人
と
し
て
の
活
動
が
前
面
に
出
て
い
る
。

弟
の
宇
文
神
慶
は
、
そ
の
官
歴
は
す
べ
て
武
官
で
あ
る
。
北
周
孝
闘
帝
代
か
明
帝
代
に
都
督
を
授
け
ら
れ
た
後
、
車
騎
大
将
軍
・
儀

同
三
司
に
累
遷
し
、
さ
ら
に
柱
国
橡
と
な
っ
た
。
武
帝
代
五
七
一
一
年
に
は
露
騎
大
将
軍
に
進
み
、
開
府
を
加
え
ら
れ
、
五
七
六
年
に
は

大
将
軍
を
授
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
五
七
七
年
に
行
軍
総
管
・
延
州
総
管
を
歴
任
し
、
寧
州
総
管
を
経
て
、
静
帝
代
五
八
○
年
に
は
再
び

行
軍
総
管
と
な
り
、
つ
い
で
上
大
将
軍
に
進
み
、
柱
国
を
加
え
ら
れ
た
。
晴
代
に
は
五
八
一
年
に
左
武
術
将
軍
を
拝
し
、
位
を
上
柱
国

に
進
め
、
数
年
後
涼
州
総
管
に
除
せ
ら
れ
た
。
彼
の
戦
歴
は
北
周
孝
閃
帝
代
か
明
帝
代
に
文
州
の
反
乱
鎮
圧
に
応
募
し
て
参
加
し
、
そ

れ
を
破
っ
た
。
北
周
武
帝
代
に
は
、
対
北
斉
戦
や
稽
胡
討
伐
で
活
躍
し
た
。
武
帝
が
五
七
五
年
に
河
陰
城
を
攻
略
し
た
際
に
は
直
属
軍

の
先
鋒
を
務
め
、
翌
五
七
六
年
に
は
晋
州
城
を
抜
く
の
に
従
い
北
斉
後
主
と
戦
い
、
井
州
城
攻
撃
に
参
加
し
、
五
七
七
年
に
は
北
斉
の
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『
晴
書
』
五
六
宇
文
激
伝
を
み
る
限
り
、
祖
父
宇
文
直
力
観
と
父
宇
文
珍
は
、
学
問
を
学
ん
で
は
い
な
い
。
宇
文
直
力
観
・
宇
文

激
の
系
統
で
は
、
宇
文
激
が
「
博
く
学
び
多
く
通
ず
」
・
「
詔
を
奉
り
て
『
五
礼
』
を
修
定
す
」
（
『
晴
書
』
五
六
宇
文
激
伝
）
と
あ
り
、

は
じ
め
て
学
問
を
学
ん
だ
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
因
み
に
著
わ
し
た
辞
賦
が
二
○
余
万
言
も
あ
り
、
書
い
た
『
尚
書
注
』
・
『
孝
経
注
』

が
世
に
流
布
し
た
。
宇
文
激
が
学
問
を
学
ん
だ
時
期
は
、
西
魏
代
か
北
周
代
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
彼
は
北
周
代
か
ら
階
揚
帝
代
に

記
さ
れ
て
い
る
。

宇
文
直
力
観
・
宇
文
激
の
系
統
は
、
『
附
書
』
五
六
伝
に
よ
る
と
、
宇
文
激
の
祖
父
が
宇
文
直
力
銀
、
父
が
字
文
珍
と
な
っ
て
い
る
。

各
々
就
い
た
官
と
し
て
、
鈑
鹿
太
守
、
宕
州
刺
史
が
書
か
れ
て
い
る
。
『
新
唐
書
』
七
一
宰
相
世
系
表
一
下
で
は
、
宇
文
激
の
曽
祖
父

が
宇
文
直
力
動
、
祖
父
が
宇
文
費
、
父
が
宇
文
球
と
な
っ
て
い
る
。
各
々
就
任
し
た
官
と
し
て
比
部
尚
書
、
定
州
刺
史
、
宕
州
刺
史
が

首
都
郷
を
占
領
し
た
後
も
な
お
翼
州
城
を
拠
点
に
頑
強
に
抵
抗
を
続
け
る
高
階
を
、
字
文
意
・
楊
堅
と
と
も
に
下
し
た
。
ま
た
五
七
七

年
北
斉
平
定
後
に
聖
武
皇
帝
を
号
し
て
反
旗
を
翻
し
た
稽
胡
帥
劉
没
鐸
を
、
行
軍
元
帥
字
文
意
の
下
で
行
軍
総
管
と
し
て
討
っ
た
。
静

帝
代
五
八
○
年
に
は
行
軍
総
管
と
し
て
、
江
南
に
南
征
し
た
。
宇
文
神
慶
は
文
州
の
反
乱
鎮
定
の
功
績
に
よ
り
都
督
を
授
け
ら
れ
た
り
、

北
斉
征
服
戦
で
は
最
も
高
い
勲
功
を
立
て
た
と
武
帝
か
ら
称
揚
さ
れ
、
位
を
大
将
軍
に
進
め
ら
れ
た
り
、
武
勲
赫
々
た
る
も
の
が
あ
っ

た
。
宇
文
神
慶
は
、
学
問
を
習
っ
た
こ
と
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
が
、
「
書
は
姓
名
を
記
す
に
足
る
の
み
。
安
ん
ぞ
能
く
久
し
く
筆

硯
を
事
と
し
、
腐
儒
の
業
を
為
さ
ん
や
」
（
『
階
書
』
五
○
宇
文
慶
伝
）
と
述
べ
た
ご
と
く
、
学
問
を
以
っ
て
立
つ
こ
と
を
潔
し
と
し
な

か
っ
た
。
専
ら
武
官
に
就
い
て
軍
功
を
立
て
、
武
人
と
し
て
そ
の
生
涯
を
全
う
し
た
と
い
え
る
。

⑤
宇
文
直
力
観
・
宇
文
激
の
系
統
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か
け
て
文
武
両
官
を
踏
ん
だ
。
彼
が
附
代
に
任
命
さ
れ
た
宮
は
あ
と
で
み
る
こ
と
し
て
、
こ
こ
で
は
北
周
代
に
就
い
た
官
を
み
る
こ
と

と
す
る
。
北
周
代
で
は
、
就
い
た
宮
は
、
文
武
両
官
で
あ
っ
た
。
文
官
は
、
京
官
と
地
方
官
に
就
い
た
。
京
官
は
、
最
初
に
礼
部
上
士

に
任
ぜ
ら
れ
、
つ
い
で
少
吏
部
に
累
遷
し
、
内
史
都
上
士
（
中
書
舎
人
に
相
当
）
に
転
じ
、
宣
帝
代
五
七
八
年
に
は
左
守
廟
大
夫
に
遷
っ

た
。
地
方
官
は
、
宣
帝
代
ま
た
は
静
帝
代
に
櫓
州
刺
史
・
南
司
州
刺
史
、
静
帝
代
に
黄
州
刺
史
・
南
定
州
刺
史
を
歴
任
し
た
。
武
官
は
、

北
周
武
帝
代
五
七
七
年
に
上
儀
同
を
拝
し
た
。
実
戦
で
は
、
北
周
武
帝
代
五
七
六
年
に
別
働
隊
を
率
い
て
武
帝
の
晋
州
攻
略
に
従
い
、

さ
ら
に
翌
五
七
七
年
に
郷
を
落
と
す
ま
で
武
帝
に
随
従
し
た
。
宣
帝
代
五
七
八
年
に
甘
州
を
侵
し
た
突
厭
を
、
監
軍
と
し
て
侯
莫
陳
昶

と
と
も
に
追
撃
し
た
。
五
七
九
年
に
は
、
梁
士
彦
に
従
っ
て
陳
の
寿
陽
を
抜
き
、
静
帝
代
五
八
○
年
に
は
南
に
亡
命
し
た
司
馬
消
難
を

追
っ
て
遭
遇
し
た
陳
軍
を
滝
口
で
破
っ
た
。

北
魏
が
洛
陽
に
遷
都
し
た
後
も
武
川
鎖
に
留
ま
り
続
け
た
宇
文
氏
は
、
宇
文
陵
・
字
文
泰
の
系
統
で
あ
る
。
宇
文
陵
・
字
文
泰
の
系

統
は
五
一
一
四
年
に
起
き
た
破
落
汗
抜
陵
の
乱
を
き
っ
か
け
に
北
魏
全
域
に
広
が
っ
た
動
乱
に
巻
き
込
ま
れ
て
関
中
に
ま
で
南
下
し
た
。

五
三
三
年
に
北
魏
の
孝
武
帝
が
関
中
に
西
遷
す
る
と
、
高
歓
は
孝
静
帝
を
立
て
て
対
抗
し
、
北
魏
は
東
西
に
分
裂
し
た
。
孝
武
帝
を
迎

え
入
れ
た
字
文
泰
は
、
西
魏
の
実
権
者
と
し
て
君
臨
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
西
魏
成
立
後
、
字
文
泰
は
己
が
子
の
た
め
に
、
儒
者
楽
遜
・

慮
光
・
慮
誕
を
招
き
学
問
を
授
け
さ
せ
た
。
五
五
三
年
に
「
楽
遜
を
召
し
て
諸
子
に
教
授
せ
し
む
。
館
に
在
る
こ
と
六
年
、
諸
儒
と
分

か
ち
て
経
業
を
授
く
。
」
（
『
周
書
』
四
五
楽
遜
伝
）
と
あ
る
。
楽
遜
は
『
孝
経
』
・
『
論
語
』
・
『
毛
詩
』
及
び
服
虞
が
注
を
加
え
た

『
春
秋
左
氏
伝
』
を
講
義
し
た
。
楽
遜
は
五
五
七
年
の
北
周
成
立
以
後
太
学
博
士
・
小
師
氏
下
大
夫
を
歴
任
す
る
が
、
諜
栗
宇
文
倹
以

⑥
宇
文
陵
・
字
文
泰
の
系
統
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諸
儒
の
教
育
の
御
蔭
で
、
字
文
泰
の
子
は
学
問
に
慣
れ
親
し
ん
だ
。
字
文
震
は
、
「
年
十
歳
に
し
て
、
『
孝
経
』
・
『
論
語
』
・
『
毛

つ
づ

詩
』
を
諭
し
」
た
（
『
周
書
』
十
三
宇
文
震
伝
）
。
明
帝
は
、
「
幼
く
し
て
学
を
好
み
、
博
く
群
書
を
覧
、
善
く
文
を
属
り
、
詞
采
温
麗

で
あ
」
っ
た
白
周
書
』
四
明
帝
紀
）
。
彼
の
著
わ
し
た
文
章
は
、
十
巻
に
上
っ
た
。
字
文
意
は
、
「
少
く
し
て
高
祖
（
武
帝
）
と
倶
に

『
詩
』
伝
を
受
け
、
威
機
要
を
線
べ
、
其
の
指
帰
を
得
」
た
（
『
周
書
』
十
二
宇
文
震
伝
）
。
字
文
招
は
、
「
幼
く
し
て
聡
頴
た
り
。
博
く

群
書
を
捗
り
、
文
を
属
る
を
好
む
。
庚
信
体
を
学
び
、
詞
多
く
軽
礎
」
で
あ
っ
た
『
周
書
』
十
三
宇
文
震
伝
）
。
彼
の
著
わ
し
た
文
集

よ

は
十
巻
で
、
世
に
流
布
し
た
。
字
文
適
は
、
「
少
く
し
て
経
史
を
好
み
、
解
く
文
を
属
」
っ
た
（
『
周
書
』
十
三
宇
文
震
伝
）
。

字
文
泰
の
子
で
、
北
周
で
帝
位
に
登
っ
た
武
帝
は
、
五
六
六
年
に
「
正
武
殿
に
御
し
、
群
臣
を
集
め
、
親
し
く
『
礼
記
』
を
講
じ
」

た
（
『
周
書
』
五
武
帝
紀
上
）
。
明
帝
は
、
「
即
位
す
る
に
及
ん
で
、
公
卿
已
下
文
学
の
有
る
者
八
十
餘
人
を
麟
趾
殿
に
集
め
、
経
史
を
刊

校
す
。
又
衆
書
を
桾
採
し
て
、
鞍
・
農
自
り
已
来
魏
末
ま
で
を
叙
し
て
『
世
譜
』
を
為
す
こ
と
、
凡
そ
五
百
巻
云
々
」
と
あ
り
（
『
周
書
』

四
明
帝
紀
）
、
経
書
と
史
書
の
校
訂
や
『
世
譜
』
の
編
集
と
い
う
、
お
お
が
か
り
な
文
化
事
業
を
行
っ
た
。

宇
文
陵
・
字
文
泰
の
系
統
で
は
、
字
文
泰
の
子
以
外
に
も
、
字
文
泰
に
比
較
的
近
い
も
の
の
な
か
に
も
、
学
問
を
習
っ
た
も
の
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
字
文
泰
の
長
兄
字
文
顛
の
子
宇
文
護
、
次
兄
字
文
運
の
子
宇
文
元
宝
、
三
兄
宇
文
洛
生
の
子
宇
文
菩

提
は
、
早
く
も
北
魏
代
五
二
八
年
か
ら
五
三
一
年
ま
で
の
間
に
一
日
一
身
を
投
じ
て
い
た
葛
栄
の
反
乱
集
団
が
滅
ん
だ
後
に
身
を
寄
せ
た

爾
朱
栄
の
拠
点
太
原
に
お
い
て
、
従
兄
弟
の
賀
蘭
祥
と
と
も
に
、
成
某
と
い
う
博
士
か
ら
学
問
を
学
ん
だ
（
『
周
書
』
二
宇
文
護
伝
）
。

字
文
顛
の
孫
宇
文
広
が
「
少
く
し
て
方
厳
に
し
て
、
文
学
を
好
む
」
と
あ
り
Ｓ
周
書
』
一
○
宇
文
広
伝
）
、
さ
ら
に
宇
文
願
の
曾
孫
字

宇
文
震
伝
）
。

下
の
諸
王
が
束
修
を
納
め
、
弟
子
の
礼
を
執
り
、
経
学
を
授
け
ら
れ
た
。
武
帝
に
学
問
を
教
え
た
の
は
、
萢
陽
郡
の
名
族
慮
光
で
あ
る

（
『
周
書
』
四
五
慮
光
伝
）
。
同
じ
く
萢
陽
郡
の
名
族
慮
誕
は
、
字
文
震
と
明
帝
に
『
礼
記
』
と
『
尚
書
』
を
教
授
し
た
（
『
周
書
』
十
三
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文
会
が
「
幼
く
し
て
、
学
を
好
む
」
と
あ
る
爲
周
書
』
一
○
宇
文
会
伝
）
。

以
上
か
ら
、
宇
文
陵
・
字
文
泰
の
系
統
は
、
字
文
泰
の
次
世
代
に
至
っ
て
は
じ
め
て
学
問
を
習
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
学
問
を
修
め

た
時
期
を
み
る
と
、
宇
文
陵
・
字
文
泰
の
系
統
で
お
い
て
は
じ
め
て
学
問
を
学
ん
だ
の
が
、
字
文
泰
の
甥
宇
文
護
・
宇
文
元
宝
・
宇
文

菩
提
で
あ
り
、
北
魏
代
五
二
八
年
か
ら
五
三
一
年
ま
で
の
間
で
あ
る
。
つ
い
で
習
っ
た
の
が
、
字
文
泰
の
子
で
あ
り
、
五
三
四
年
の
北

魏
の
東
西
分
裂
後
、
西
魏
に
お
い
て
で
あ
る
。
字
文
泰
が
子
の
た
め
に
儒
者
を
招
い
た
と
い
う
点
に
着
目
す
る
と
、
字
文
通
た
ち
三
名

が
北
魏
末
に
学
問
を
学
ん
だ
と
は
い
え
、
宇
文
陵
・
字
文
泰
の
系
統
は
西
魏
に
お
い
て
本
格
的
に
子
弟
の
た
め
に
学
問
教
育
を
開
始
し

た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
字
文
泰
の
子
以
外
の
宇
文
氏
の
樹
成
員
に
も
、
学
問
教
育
が
行
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
宇
文
顎
の

孫
宇
文
広
、
曽
孫
宇
文
会
が
学
問
を
好
ん
だ
の
は
、
そ
の
結
果
で
あ
ろ
う
。

字
文
泰
の
子
の
官
歴
を
み
る
と
、
西
魏
・
北
周
に
お
い
て
文
武
両
官
に
任
命
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
文
官
中
中
書
省
官
と
尚

書
省
郎
官
及
び
六
官
の
中
書
省
官
と
尚
書
省
郎
官
に
相
当
す
る
官
に
就
い
た
も
の
は
い
な
い
。

先
に
学
問
を
学
ん
だ
も
の
と
し
て
挙
例
し
た
数
人
の
官
歴
を
み
て
み
よ
う
。

明
帝
は
、
西
魏
文
帝
代
か
ら
北
周
孝
聞
帝
代
五
五
七
年
に
即
位
す
る
ま
で
の
間
、
文
武
両
官
に
就
い
た
。
文
官
は
、
西
魏
文
帝
代
五

五
○
年
に
行
華
州
事
と
な
り
、
つ
い
で
宜
州
諸
軍
事
・
宜
州
刺
史
を
拝
し
、
北
周
孝
閏
帝
代
五
五
七
年
に
岐
州
諸
軍
事
・
岐
州
刺
史
に

任
ぜ
ら
れ
た
。
岐
州
で
は
、
「
治
に
美
政
有
り
」
と
さ
れ
（
『
周
書
』
四
明
帝
紀
）
、
民
政
能
力
の
あ
る
と
こ
ろ
を
み
せ
た
。
武
官
は
、

西
魏
代
五
五
○
年
以
後
に
宜
州
諸
軍
事
・
宜
州
刺
史
と
と
も
に
開
府
儀
同
三
司
を
拝
し
、
恭
帝
代
五
五
六
年
に
大
将
軍
を
授
け
ら
れ
、

北
周
孝
閏
帝
代
五
五
七
年
に
柱
国
に
進
ん
だ
。
史
書
に
、
実
戦
に
参
加
し
た
記
述
は
認
め
ら
れ
な
い
。
明
帝
の
行
跡
を
み
る
と
、
先
に

述
べ
た
よ
う
に
、
即
位
後
に
経
書
と
史
書
の
校
訂
や
『
世
譜
』
の
編
集
と
い
う
、
お
お
が
か
り
な
文
化
事
業
を
進
め
た
こ
と
が
特
筆
さ

れ
る
。
当
時
軍
旅
に
つ
い
て
は
、
字
文
護
が
握
っ
て
い
た
（
『
周
書
』
四
明
帝
紀
）
。
そ
れ
故
、
軍
事
的
才
能
を
振
る
う
余
地
は
な
く
、
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む
し
ろ
学
才
を
発
揮
す
る
方
向
に
向
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

武
帝
は
、
五
六
○
年
に
明
帝
の
後
を
襲
っ
て
即
位
す
る
ま
で
の
間
、
北
周
に
お
い
て
文
武
両
官
を
歴
任
し
た
。
文
官
は
、
明
帝
代
五

五
七
年
に
満
州
諸
軍
事
・
蒲
州
刺
史
を
授
け
ら
れ
、
五
五
九
年
に
は
大
司
空
に
昇
っ
た
。
大
司
空
で
あ
っ
た
時
に
は
、
御
正
を
治
め
、

宗
師
を
領
し
た
。
御
正
と
は
、
詔
勅
を
掌
る
中
書
省
に
相
当
す
る
。
武
帝
の
学
才
が
、
活
か
さ
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
武
官
は
、
北
周

孝
闇
帝
代
五
五
七
年
に
大
将
軍
を
拝
し
、
明
帝
代
五
五
七
年
に
柱
国
に
遭
っ
た
。
実
戦
は
、
即
位
よ
り
前
に
は
経
験
が
な
く
、
む
し
ろ

即
位
後
に
率
先
し
て
軍
を
率
い
、
軍
事
面
で
目
覚
ま
し
い
働
き
を
示
し
た
。
五
七
二
年
に
そ
れ
ま
で
軍
政
を
掌
握
し
て
い
た
字
文
護
を

倒
し
て
、
親
政
を
は
じ
め
て
か
ら
本
格
的
に
軍
事
行
動
を
主
導
し
た
。
五
七
五
年
に
、
親
し
く
六
万
の
六
軍
を
率
い
て
北
斉
の
河
陰
の

大
城
を
攻
め
落
と
し
た
。
た
だ
武
帝
自
身
が
、
病
に
罹
っ
た
が
た
め
に
、
北
斉
領
の
深
部
ま
で
進
撃
す
る
こ
と
な
く
退
却
し
た
。
翌
五

七
六
年
に
再
び
軍
を
起
こ
し
、
自
ら
晋
州
城
を
抜
き
、
北
斉
の
副
都
井
州
を
攻
略
し
、
五
七
七
年
に
は
北
斉
の
首
都
郷
を
衝
い
て
占
領

し
、
宿
敵
北
斉
を
滅
ぼ
し
た
冑
周
書
』
六
武
帝
紀
下
）
。
五
七
八
年
に
は
北
斉
滅
亡
後
に
避
難
し
て
き
た
高
紹
義
を
北
斉
帝
に
立
て
て

幽
州
に
入
題
し
て
き
た
突
厭
を
迎
撃
す
る
た
め
に
、
六
軍
を
率
い
た
。
尤
も
こ
の
時
に
は
武
帝
が
病
に
倒
れ
、
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
な

く
途
中
で
軍
を
引
き
返
し
た
（
『
周
書
』
五
○
突
厭
伝
）
。
か
く
の
ご
と
く
武
帝
は
御
正
を
統
轄
す
る
上
で
学
識
を
活
用
し
た
か
と
お
も

わ
れ
る
が
、
五
三
四
年
に
北
魏
が
東
西
両
魏
に
分
裂
し
て
以
来
抱
い
て
き
た
、
北
斉
を
併
呑
す
る
と
い
う
宿
願
を
果
た
し
た
功
績
に
鑑

み
て
い
え
ば
、
そ
の
才
能
は
学
問
に
お
い
て
よ
り
も
む
し
ろ
軍
事
に
お
い
て
十
二
分
に
発
揮
し
た
と
い
え
よ
う
。

字
文
憲
は
、
官
歴
を
み
る
と
、
文
武
両
官
に
就
い
て
い
る
。
文
官
は
、
北
周
武
帝
代
五
六
一
年
か
ら
五
六
四
年
ま
で
の
間
に
雍
州
牧

に
任
官
し
、
五
六
八
年
に
は
小
家
宰
に
任
ぜ
ら
れ
、
五
七
二
年
に
は
大
家
幸
に
昇
っ
た
。
五
六
八
年
か
ら
五
七
二
年
ま
で
の
間
、
実
権

者
宇
文
護
に
親
任
さ
れ
、
賞
罰
に
関
し
て
は
す
べ
て
干
与
し
た
り
、
字
文
護
の
代
理
で
多
く
聞
奏
し
た
り
し
た
（
『
周
書
』
一
二
宇
文
憲

伝
）
。
か
か
る
点
を
み
る
と
、
政
務
能
力
が
あ
っ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
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武
官
は
、
北
周
孝
関
帝
代
五
五
七
年
に
騨
騎
大
将
軍
・
開
府
儀
同
三
司
を
拝
し
、
明
帝
代
に
は
五
五
七
年
に
大
将
軍
を
授
け
ら
れ
、

五
五
九
年
に
益
州
総
管
に
除
せ
ら
れ
、
つ
い
で
柱
国
に
進
ん
だ
。
武
帝
代
五
六
八
年
に
は
、
大
司
馬
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
実
戦
で
は
、
北

周
武
帝
代
五
六
四
年
に
字
文
護
の
東
征
軍
に
参
加
し
て
洛
陽
郊
外
の
北
郡
山
に
駐
屯
し
、
五
七
○
年
に
は
北
斉
の
斜
律
明
月
を
洛
水
南

よ
り
駆
逐
し
、
翌
五
七
一
年
に
は
扮
州
城
を
包
囲
し
て
い
た
北
斉
軍
と
戦
い
、
五
七
六
年
に
は
精
騎
二
万
を
率
い
て
武
帝
の
親
征
軍
の

前
鋒
を
務
め
て
晋
州
攻
略
に
加
わ
り
、
さ
ら
に
井
州
攻
撃
に
も
参
加
し
て
北
斉
の
皇
族
高
延
宗
を
捕
捉
し
た
。
五
七
七
年
に
は
、
北
斉

の
首
都
郷
の
攻
撃
に
加
わ
り
、
郷
を
占
領
し
た
後
も
な
お
翼
州
城
を
拠
点
に
頑
強
に
抵
抗
を
続
け
る
高
槽
を
、
楊
堅
と
と
も
に
下
し
た
。

ま
た
五
七
七
年
北
斉
平
定
後
に
聖
武
皇
帝
を
号
し
て
反
旗
を
翻
し
た
稽
胡
帥
劉
没
鐸
を
、
行
軍
元
帥
と
し
て
字
文
招
ら
を
指
揮
し
て
討
っ

た
。
字
文
意
は
、
「
素
よ
り
謀
を
善
く
し
、
算
略
多
く
、
尤
も
撫
御
に
長
じ
、
任
使
に
達
し
、
鋒
を
捲
き
陣
を
陥
れ
る
の
に
、
士
卒
の

先
と
為
り
、
群
下
感
悦
し
、
成
之
が
用
を
為
す
。
」
と
あ
る
が
如
く
（
『
周
書
』
十
二
宇
文
憲
伝
）
、
軍
略
に
長
け
、
戦
闘
に
お
い
て
勇

敢
で
あ
り
、
軍
の
統
率
に
優
れ
て
い
た
。
字
文
憲
は
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
学
問
を
学
び
、
政
務
能
力
を
備
え
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る

が
、
武
人
と
し
て
秀
で
て
い
た
。
五
七
二
年
に
宇
文
讃
が
武
帝
に
粛
摺
さ
れ
る
以
前
は
宇
文
漣
と
と
も
に
政
務
を
執
っ
た
が
、
粛
滑
後

実
権
を
奪
わ
れ
た
。
五
七
二
年
以
後
は
、
専
ら
軍
事
方
面
に
そ
の
才
能
を
振
る
う
場
を
見
出
し
た
と
い
え
る
。

字
文
憲
の
弟
宇
文
招
は
、
文
武
両
官
を
経
て
い
る
。
文
官
は
、
中
書
省
官
と
尚
書
省
郎
官
及
び
六
官
の
中
書
省
官
と
尚
書
省
郎
官
に

相
当
す
る
官
に
就
い
て
は
い
な
い
。
北
周
武
帝
代
五
七
二
年
に
大
司
空
を
授
け
ら
れ
、
五
七
四
年
に
は
雍
州
牧
に
除
せ
ら
れ
、
宜
帝
代

五
七
八
年
に
太
師
を
拝
し
た
。
武
官
は
、
北
周
武
帝
代
五
六
一
年
か
ら
五
六
五
年
ま
で
の
間
に
柱
国
を
拝
し
、
つ
い
で
益
州
総
管
に
出
、

五
七
二
年
に
は
大
司
馬
に
転
じ
た
。
五
七
五
年
に
は
後
二
軍
総
管
と
な
り
、
五
七
六
年
に
は
上
柱
国
に
進
み
、
五
七
七
年
に
は
行
軍
総

管
と
な
っ
た
。
実
戦
面
で
は
、
五
七
五
年
に
後
三
軍
総
管
と
し
て
武
帝
の
東
征
軍
に
参
加
し
、
翌
五
七
六
年
に
は
再
び
東
征
軍
に
加
わ

り
、
扮
州
城
を
攻
め
た
。
五
七
七
年
に
は
稽
胡
帥
劉
没
鐸
の
反
乱
を
制
圧
し
た
。
字
文
招
も
文
武
両
才
を
備
え
、
文
武
両
官
を
経
歴
し
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宇
文
週
は
、
そ
の
官
歴
を
み
る
と
、
す
べ
て
武
官
で
あ
る
。
北
周
武
帝
代
五
七
二
年
に
大
将
軍
を
拝
し
、
五
七
二
年
に
は
柱
国
に
進

み
、
五
七
七
年
に
は
行
軍
総
管
と
な
り
、
つ
い
で
河
陽
総
管
に
除
せ
ら
れ
た
。
宣
帝
代
五
七
八
年
に
は
上
柱
国
に
進
み
、
さ
ら
に
行
軍

元
帥
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
実
戦
で
は
、
五
七
七
年
に
稽
胡
帥
劉
没
鐸
の
反
乱
の
鎮
圧
に
従
い
、
そ
の
頭
目
の
一
人
で
河
西
に
拠
っ
て
い
た

穆
友
ら
を
破
り
、
首
八
千
級
を
挙
げ
た
。
五
七
八
年
に
は
行
軍
元
帥
と
し
て
北
周
軍
を
率
い
て
、
陳
軍
と
戦
っ
た
。
字
文
運
は
、
文
武

両
才
を
備
え
な
が
ら
も
、
武
官
の
み
を
経
歴
し
、
ひ
た
す
ら
軍
事
面
に
お
い
て
力
を
振
る
っ
た
。

字
文
意
・
字
文
招
・
字
文
辿
の
よ
う
に
学
問
を
学
ん
だ
様
子
や
程
度
は
特
筆
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
ら
三
人
の
よ
う
に
諸
儒
か
ら
学

問
を
学
ん
だ
と
お
も
わ
れ
る
字
文
泰
の
他
の
子
の
官
歴
を
、
一
瞥
し
て
み
よ
う
。

字
文
直
は
、
文
武
両
官
を
歴
任
し
た
。
文
官
は
、
北
周
武
帝
代
五
六
一
年
に
雍
州
牧
に
任
官
し
、
五
六
四
年
に
大
司
空
に
転
じ
、
五

七
二
年
に
大
司
徒
に
昇
っ
た
。
武
官
は
、
五
六
二
年
に
柱
国
に
進
み
、
五
六
五
年
に
褒
州
総
管
に
出
た
。
実
戦
で
は
、
武
帝
代
五
六
七

年
に
陳
の
湘
州
刺
史
華
皎
が
帰
附
し
て
き
た
の
を
迎
え
て
、
陳
軍
と
沌
口
（
郵
州
）
で
戦
い
、
敗
北
し
た
。

字
文
倹
は
、
文
武
両
官
に
就
い
た
。
文
官
は
、
北
周
武
帝
代
五
七
七
年
に
大
家
幸
を
拝
し
た
の
み
で
あ
る
。
武
官
は
、
武
帝
代
五
六

六
年
か
五
六
七
年
に
大
将
軍
を
拝
し
、
五
六
七
年
に
柱
国
に
遷
り
、
五
七
○
年
に
益
州
総
管
に
出
、
五
七
六
年
に
は
左
一
軍
総
管
に
任

ぜ
ら
れ
、
五
七
七
年
に
は
行
軍
総
管
と
な
っ
た
。
実
戦
で
は
、
五
七
六
年
に
左
一
軍
総
管
と
し
て
東
征
軍
に
従
い
、
永
固
城
（
恒
州
）

を
抜
き
、
井
州
を
制
圧
し
、
翌
五
七
七
年
に
は
熱
を
平
定
す
る
の
に
加
わ
り
、
さ
ら
に
行
軍
総
管
と
し
て
字
文
意
に
従
っ
て
、
稽
胡
帥

劉
没
鐸
と
結
ん
で
河
東
に
拠
っ
て
反
旗
を
翻
し
て
い
た
天
柱
を
破
り
、
首
三
千
級
を
斬
っ
た
。
か
く
の
ご
と
く
、
文
武
両
官
に
就
い
た

と
は
い
え
、
軍
事
に
お
い
て
大
い
に
活
躍
し
た
。

字
文
純
も
、
文
武
両
方
の
官
を
踏
ん
だ
。
文
官
は
、
北
周
武
帝
代
五
七
八
年
に
は
雍
州
牧
に
任
ぜ
ら
れ
、
宣
帝
代
五
七
八
年
に
太
傅

た
＠
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宇
文
盛
も
ま
た
、
文
武
両
方
の
宮
を
経
歴
し
た
。
文
官
は
、
北
周
武
帝
代
五
七
八
年
に
大
家
幸
に
任
命
さ
れ
、
宣
帝
代
五
七
九
年
に

は
大
前
疑
と
な
り
、
つ
い
で
太
保
に
転
じ
た
。
武
官
は
、
北
周
武
帝
代
五
七
一
年
に
柱
国
に
就
け
ら
れ
、
五
七
五
年
に
は
後
一
軍
総
管

と
な
り
、
五
七
六
年
に
は
上
柱
国
に
進
み
、
五
七
七
年
に
相
州
総
管
を
拝
し
た
。
実
戦
で
は
、
北
周
武
帝
代
五
七
五
年
に
東
征
軍
に
後

一
軍
総
管
と
し
て
参
加
し
、
翌
五
七
六
年
に
東
征
軍
に
再
び
加
わ
り
、
北
周
軍
が
晋
州
城
を
攻
め
た
際
に
は
、
歩
騎
一
万
を
率
い
て
扮

水
関
を
守
っ
て
井
州
の
北
斉
軍
と
の
連
絡
を
断
ち
切
り
、
高
顕
城
な
ど
数
城
を
落
と
し
た
。
五
七
七
年
に
は
、
稽
胡
帥
劉
没
鐸
の
反
乱

平
定
に
従
っ
た
。
宇
文
盛
も
、
字
文
倹
と
同
様
に
文
武
両
官
に
就
い
た
と
は
い
え
、
軍
事
に
お
い
て
大
い
に
力
を
振
る
っ
た
。

宇
文
達
は
、
文
武
両
官
を
経
験
し
た
。
文
官
は
、
北
周
武
帝
代
五
七
二
年
以
後
に
荊
准
等
十
四
州
十
防
諸
軍
事
・
荊
州
刺
史
に
出
、

五
七
九
年
に
は
大
右
弼
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
荊
州
刺
史
時
代
に
は
、
政
綱
を
挙
げ
た
。
武
官
は
、
北
周
武
帝
代
五
六
六
年
に
大
将
軍
・
右

宮
伯
を
拝
し
、
左
宗
衛
に
任
ぜ
ら
れ
、
五
七
二
年
に
柱
国
を
進
み
、
五
七
五
年
に
は
益
州
総
管
に
転
じ
、
五
七
五
年
か
五
七
六
年
に
右

一
軍
総
管
と
な
っ
た
。
宣
帝
代
五
七
八
年
に
上
柱
国
に
進
ん
だ
。
実
戦
で
は
、
五
七
五
年
か
五
七
六
年
に
右
一
軍
総
管
と
し
て
東
征
軍

（
８
）

に
加
わ
っ
た
。
宇
文
達
は
「
性
果
決
に
し
て
、
騎
射
を
善
く
す
」
と
あ
り
（
『
周
書
』
一
一
二
宇
文
達
伝
）
、
武
芸
に
優
れ
て
い
た
。
そ
の

に
遭
っ
た
。
武
官
は
、
武
帝
代
五
六
一
年
か
ら
五
六
五
年
ま
で
の
間
に
開
府
儀
同
三
司
を
加
え
ら
れ
、
五
六
五
年
に
大
将
軍
を
拝
し
、

つ
い
で
柱
国
に
進
み
、
五
六
八
年
に
秦
州
総
管
に
出
、
五
七
○
年
に
映
州
総
管
に
転
じ
た
。
五
七
五
年
に
は
前
一
軍
総
管
と
な
り
、
五

七
六
年
に
は
上
柱
国
に
進
み
、
井
州
総
管
を
拝
し
た
。
実
戦
は
、
北
周
武
帝
代
五
七
一
年
に
映
州
総
管
と
し
て
田
弘
を
督
し
て
北
斉
の

宜
陽
郡
城
な
ど
九
城
を
攻
め
取
り
、
五
七
五
年
に
は
前
一
軍
総
管
と
し
て
東
征
軍
に
加
わ
り
、
五
七
六
年
に
も
東
征
に
参
加
し
、
前
一

軍
の
指
揮
官
と
し
て
歩
兵
一
万
を
率
い
て
千
里
径
を
守
っ
た
。
字
文
純
も
、
字
文
倹
と
同
様
に
文
武
両
官
に
就
い
た
と
は
い
え
、
軍
事

に
お
い
て
大
い
に
力
を
振
る
っ
た
。

一
方
で
民
政
能
力
に
も
長
け
て
い
た
。
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宇
文
陵
・
字
文
泰
の
系
統
は
、
以
上
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
宇
文
陵
・
字
文
泰
の
系
統
は
、

北
魏
孝
明
帝
代
に
字
文
泰
の
甥
た
ち
が
は
じ
め
て
学
問
を
学
び
、
東
西
両
魏
に
分
裂
し
た
後
、
字
文
泰
の
子
が
本
格
的
に
学
問
を
習
っ

た
。
字
文
泰
の
子
は
、
西
魏
・
北
周
に
お
い
て
官
歴
を
刻
ん
だ
。
か
れ
ら
が
就
い
た
宮
は
、
文
武
両
官
で
あ
る
。
文
官
は
、
京
官
と
地

方
官
と
が
み
と
め
ら
れ
る
。
京
官
は
、
前
に
述
べ
た
ご
と
く
、
中
書
省
官
と
尚
書
省
郎
官
及
び
六
宮
の
中
書
省
官
と
尚
書
省
郎
官
に
相

当
す
る
官
に
就
い
た
も
の
は
い
な
い
。
就
い
た
の
は
、
太
師
・
太
傅
・
太
保
、
大
前
疑
・
大
右
弼
、
大
家
宰
・
小
家
宰
、
大
司
空
で
あ

る
。
太
師
と
な
っ
た
の
は
字
文
招
で
あ
り
、
太
傅
に
就
い
た
の
は
宇
文
純
で
あ
り
、
太
保
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
宇
文
盛
で
あ
っ
た
。
大

前
疑
は
宇
文
盛
が
任
命
さ
れ
、
大
右
弼
は
、
宇
文
達
が
除
せ
ら
れ
た
。
大
家
幸
は
字
文
憲
と
字
文
倹
が
な
り
、
小
家
宰
は
字
文
意
が
任

ぜ
ら
れ
、
大
司
空
は
字
文
招
が
就
い
た
。
太
師
（
正
九
命
）
・
太
傅
（
正
九
命
）
・
太
保
（
正
九
命
）
は
三
公
で
あ
り
、
大
前
疑
・
大

右
弼
は
四
輔
で
あ
り
、
大
家
幸
（
正
七
命
）
・
小
家
宰
（
正
六
命
）
は
各
々
天
官
府
の
長
官
・
次
官
で
あ
り
、
大
司
空
（
正
七
命
）
は

冬
官
府
の
長
官
で
あ
る
。
四
輔
の
大
前
疑
・
大
右
弼
は
官
品
は
な
い
が
、
他
は
い
ず
れ
も
正
六
命
以
上
で
あ
り
、
大
前
疑
・
大
右
弼
も

含
め
て
す
べ
て
高
位
高
官
で
あ
る
。
地
方
官
は
、
雍
州
牧
・
行
華
州
事
・
岐
州
刺
史
・
蒲
州
刺
史
・
荊
州
刺
史
・
宜
州
刺
史
で
あ
る
。

（
ｐ
》

官
品
は
、
雍
州
牧
は
九
命
で
あ
り
、
他
は
九
命
・
正
八
命
・
八
命
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
そ
の
任
地
を
み
る
と
、
雍
州
は
首
都
長
安
を

含
む
西
魏
の
心
臓
部
で
あ
り
、
華
州
・
岐
州
・
宜
州
は
雍
州
に
隣
接
し
て
長
安
を
護
る
位
圃
に
あ
っ
た
。
蒲
州
は
東
魏
・
北
斉
の
副
都

井
州
か
ら
繰
り
出
し
て
く
る
軍
勢
を
防
ぎ
、
逆
に
井
州
を
攻
略
す
る
橋
頭
塗
と
な
る
要
地
で
あ
っ
た
。
荊
州
は
、
東
魏
・
北
斉
と
の
係

争
地
洛
陽
を
窺
う
位
置
に
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
西
魏
・
北
周
に
と
り
、
極
め
て
重
要
な
地
で
あ
っ
た
。

他
方
、
武
官
は
、
中
央
で
は
大
将
軍
（
正
九
命
）
・
柱
国
大
将
軍
（
正
九
命
）
・
上
柱
国
（
正
九
命
）
に
就
い
て
い
る
。
大
将
軍
だ

け
に
就
い
た
も
の
は
、
い
な
い
。
大
将
軍
と
柱
国
大
将
軍
の
両
方
に
就
い
た
の
は
、
明
帝
・
武
帝
・
字
文
意
・
字
文
倹
で
あ
る
。
柱
国

大
将
軍
の
み
に
就
い
た
も
の
は
、
宇
文
直
で
あ
る
。
柱
国
大
将
軍
と
上
柱
国
の
両
方
に
就
い
た
も
の
は
、
字
文
招
・
宇
文
盛
で
あ
る
。
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大
将
軍
・
柱
国
大
将
軍
・
上
柱
国
の
す
べ
て
に
就
い
た
の
は
、
字
文
迪
・
字
文
純
・
宇
文
達
で
あ
る
。
大
将
軍
・
柱
国
大
将
軍
・
上
柱

国
は
、
い
ず
れ
も
正
九
命
の
高
級
武
官
で
あ
る
。
地
方
で
は
益
州
総
管
・
河
陽
総
管
・
裏
州
総
管
・
秦
州
総
管
・
映
州
総
管
・
井
州
総

管
・
相
州
総
管
で
あ
る
。
益
州
総
管
に
就
い
た
の
は
、
字
文
憲
・
字
文
招
・
字
文
倹
・
宇
文
達
の
四
人
で
あ
る
。
河
陽
総
管
に
任
命
さ

れ
た
の
は
、
字
文
通
で
あ
る
。
褒
州
総
管
に
就
い
た
の
は
、
宇
文
直
で
あ
る
。
秦
州
総
管
・
映
州
総
管
・
井
州
総
管
に
任
命
さ
れ
た
の

は
、
宇
文
純
で
あ
る
。
相
州
総
管
に
除
せ
ら
れ
た
の
は
、
宇
文
盛
で
あ
る
。
字
文
泰
の
子
が
赴
い
た
益
州
・
河
陽
・
裏
州
・
秦
州
・
峡

（
ｍ
》

州
・
井
州
・
相
州
は
、
い
ず
れ
も
要
衝
で
あ
っ
た
。
益
州
は
、
関
中
に
食
糧
を
供
給
す
る
巴
蜀
地
方
の
中
心
で
あ
り
、
河
陽
は
洛
陽
を

（
Ⅲ
》

目
瞭
の
距
離
に
望
む
黄
河
北
岸
の
地
で
あ
り
、
洛
陽
攻
防
の
争
点
と
な
る
所
で
あ
る
。
裏
州
は
、
北
か
ら
長
江
へ
南
下
し
て
行
く
上
の

要
衝
褒
陽
を
擁
し
、
史
上
南
北
両
勢
力
の
衝
突
し
た
地
で
あ
っ
た
。
秦
州
と
映
州
は
各
々
関
中
盆
地
を
西
と
東
か
ら
守
る
位
圃
に
あ
り
、

井
州
と
相
州
は
各
々
北
斉
の
副
都
と
首
都
が
置
か
れ
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
。
益
州
・
河
陽
・
襄
州
・
秦
州
・
映
州
・
井
州
・
相
州
は

い
ず
れ
も
政
治
・
経
済
・
軍
事
上
の
要
地
で
あ
る
。
州
牧
や
州
刺
史
と
し
て
赴
い
た
雍
州
・
華
州
・
岐
州
・
蒲
州
・
荊
州
・
宜
州
も
、

政
治
・
経
済
・
軍
事
上
の
要
地
で
あ
る
。
字
文
泰
の
子
は
、
北
周
の
重
要
地
点
を
軍
事
上
抑
え
る
上
で
極
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し

五
七
五
年
に
北
斉
征
服
に
向
か
っ
た
武
帝
の
親
征
軍
は
、
以
下
の
通
り
構
成
さ
れ
た
。
そ
の
基
幹
部
分
は
前
後
併
せ
て
六
軍
か
ら
編

成
さ
れ
、
そ
の
他
に
五
軍
が
加
わ
っ
た
。
前
一
軍
総
管
は
宇
文
純
、
前
二
軍
総
管
は
司
馬
消
難
、
前
三
軍
総
管
は
達
奥
震
、
後
一
軍
総

管
は
宇
文
盛
、
後
二
軍
総
管
は
侯
莫
陳
瓊
、
後
二
軍
総
管
は
字
文
招
が
各
々
任
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
他
字
文
意
が
、
前
軍
を
統
率
し
た
。

さ
ら
に
楊
堅
と
蘇
廻
が
水
軍
を
率
い
、
侯
莫
陳
丙
・
李
穆
・
干
翼
が
各
々
一
軍
を
統
帥
し
た
。

五
七
六
年
に
北
斉
征
服
に
向
か
っ
た
武
帝
の
親
征
軍
は
、
以
下
の
通
り
構
成
さ
れ
た
。
武
帝
の
直
轄
軍
は
、
左
右
六
軍
か
ら
成
り
、

四
軍
が
別
働
部
隊
と
し
て
動
い
た
。
右
一
軍
総
管
は
宇
文
盛
、
右
二
軍
総
管
は
宇
文
亮
（
字
文
泰
の
兄
宇
文
顛
の
孫
）
、
右
三
軍
総
管

た
⑥
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宇
文
陵
・
字
文
洛
の
系
統
は
、
字
文
泰
の
父
宇
文
鞘
の
弟
に
当
る
宇
文
阿
頭
の
直
系
子
孫
で
あ
る
。
宇
文
阿
頭
の
子
宇
文
仲
は
『
周

書
』
一
○
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
が
、
学
問
の
有
無
・
軍
事
の
才
能
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
名
前
と
追
贈
さ
れ
た
官
と
封
爵
の
み
が

伝
わ
っ
て
い
る
。
宇
文
阿
頭
の
子
宇
文
仲
は
生
前
の
官
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
宇
文
仲
の
子
宇
文
興
は
学
問
を
学
ん
で
い
な
い
。
字
文

興
は
は
じ
め
東
魏
に
身
を
投
じ
、
東
魏
軍
に
参
加
し
て
沙
苑
に
侵
入
し
て
捕
虜
と
な
っ
た
。
東
魏
で
就
い
た
官
は
史
乗
に
記
さ
れ
て
お

ら
ず
、
西
魏
・
北
周
で
踏
ん
だ
官
歴
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
彼
は
、
文
武
両
方
の
官
に
就
い
た
。
文
官
は
、
京
官
と
地
方
官
に
任
ぜ
ら
れ

た
。
地
方
官
は
西
魏
恭
帝
代
五
五
五
年
に
賢
良
に
挙
げ
ら
れ
て
、
代
郡
丞
に
除
せ
ら
れ
、
つ
い
で
長
隔
県
令
に
移
り
、
北
周
武
帝
代
五

は
楊
堅
、
左
一
軍
総
管
は
字
文
倹
、
左
二
軍
総
管
は
寅
恭
、
左
三
軍
総
管
は
丘
崇
が
各
々
任
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
他
字
文
恵
と
字
文
純
が
、

前
軍
を
統
率
し
た
。
さ
ら
に
達
奥
霞
・
韓
明
・
尹
昇
・
辛
翻
・
字
文
招
が
各
々
一
軍
を
統
率
し
た
。
字
文
泰
の
子
は
、
五
七
五
年
に
は

一
○
軍
中
三
軍
を
率
い
、
五
七
六
年
に
は
一
○
軍
中
五
軍
を
率
領
し
、
東
征
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

字
文
泰
の
子
は
学
問
を
学
び
、
文
武
両
官
に
就
く
が
、
文
官
は
中
央
・
地
方
と
も
に
正
六
命
以
上
の
高
位
高
官
に
就
い
た
。
武
官
は
、

中
央
で
正
九
命
の
高
位
高
官
に
任
ぜ
ら
れ
、
地
方
で
は
総
管
と
し
て
当
該
地
の
軍
事
の
総
帥
と
な
っ
た
。
文
武
両
官
に
就
い
た
と
は
い

え
、
各
人
の
一
生
涯
の
行
跡
の
中
で
、
北
斉
を
滅
ぼ
し
た
業
績
が
大
き
な
比
重
を
占
め
、
さ
ら
に
そ
の
際
に
果
た
し
た
役
割
が
極
め
て

大
き
か
っ
た
こ
と
を
み
る
な
ら
ば
、
武
人
と
し
て
の
側
面
が
強
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
字
文
泰
の
子
は
学
問
を
学
び
、
文
官
と
し
て
活

躍
し
得
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
北
斉
・
陳
と
鼎
立
し
、
な
か
で
も
北
斉
と
華
北
の
覇
を
競
っ
て
い
た
北
周
の
宗

室
と
し
て
、
軍
事
に
深
く
関
わ
り
力
を
傾
注
す
る
こ
と
は
、
勢
い
免
が
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

⑦
宇
文
陵
・
字
文
洛
の
系
統
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字
文
乢
の
系
統
は
、
父
祖
と
子
孫
の
名
前
が
史
書
に
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
史
乗
に
名
が
み
え
る
の
は
宇
文
乢
唯
一
人
で
あ
る
。
字
文

乢
は
、
学
問
を
学
ん
で
は
い
な
い
。
北
魏
孝
荘
帝
代
か
ら
西
魏
代
ま
で
官
途
を
歩
ん
だ
。
そ
の
間
就
い
た
宮
は
、
文
武
両
官
で
あ
る
。

文
官
は
す
べ
て
地
方
官
で
あ
り
、
京
官
に
は
就
い
て
は
い
な
い
。
西
魏
文
帝
代
五
四
一
年
に
漢
陽
郡
太
守
に
就
き
、
五
四
五
年
に
は
南

秦
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
、
五
五
二
年
に
金
州
刺
史
に
除
せ
ら
れ
た
。
武
官
は
、
北
魏
孝
荘
帝
代
五
二
八
年
か
ら
五
一
一
一
○
年
ま
で
の
間
に

征
虜
将
軍
に
除
せ
ら
れ
、
都
督
を
加
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
安
西
将
軍
・
直
閤
将
軍
・
閣
内
都
督
を
加
え
ら
れ
た
。
北
魏
孝
武
帝
代
五
三

四
年
に
は
、
帳
内
都
督
と
な
っ
た
。
西
魏
文
帝
代
五
三
八
年
以
後
に
車
騎
将
軍
に
進
み
、
五
四
五
年
に
は
車
騎
大
将
軍
・
儀
同
三
司
を

加
え
ら
れ
、
つ
い
で
驍
騎
大
将
軍
・
開
府
儀
同
三
司
に
進
み
、
廃
帝
代
五
五
二
年
に
大
将
軍
に
進
ん
だ
。
実
戦
で
は
、
「
少
く
し
て
軍

に
従
い
、
累
り
に
戦
功
有
り
」
と
あ
る
ご
と
く
（
『
周
書
』
二
九
宇
文
乢
伝
）
、
対
梁
戦
と
対
北
斉
戦
で
武
勲
を
し
ば
し
ば
立
て
た
。
北

魏
孝
武
帝
代
五
三
一
一
一
年
に
は
荊
州
刺
史
賀
抜
勝
の
部
下
大
都
督
独
孤
信
に
従
っ
て
梁
の
雍
州
城
褒
陽
か
ら
程
近
い
下
濫
戊
（
下
迩
戊
）

を
攻
略
し
、
さ
ら
に
欧
陽
城
・
榔
県
城
を
平
定
し
、
非
常
に
多
く
の
俘
虜
を
得
た
。
ま
た
南
陽
郡
城
・
広
平
郡
城
を
攻
め
て
郡
太
守
一

六
四
年
に
浬
州
刺
史
と
な
っ
た
。
京
官
は
、
北
周
武
帝
代
五
六
三
年
に
宗
師
中
大
夫
に
除
せ
ら
れ
、
五
六
五
年
に
大
宗
伯
に
任
命
さ
れ

た
（
『
元
和
姓
纂
』
六
）
。
尚
書
省
郎
官
及
び
六
官
中
尚
書
省
郎
官
に
相
当
す
る
官
に
は
就
い
て
は
い
な
い
。
武
官
は
北
周
武
帝
代
五

六
二
年
に
使
持
節
・
騨
騎
大
将
軍
・
開
府
儀
同
一
一
一
司
・
都
督
を
拝
し
た
。
字
文
興
の
子
宇
文
洛
は
、
学
問
を
学
ん
で
い
な
い
。
官
歴
を

み
る
と
、
武
官
の
み
に
就
い
て
い
る
。
，
北
周
武
帝
代
五
七
二
年
に
使
持
節
・
車
騎
大
将
軍
・
儀
同
三
司
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
宇
文
狢
以
後

の
子
孫
に
つ
い
て
は
、
階
唐
代
に
お
い
て
後
述
す
る
。

⑧
字
文
乢
の
系
統
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字
文
伊
與
敦
・
宇
文
盛
の
系
統
は
、
学
問
を
学
ん
だ
も
の
が
一
人
も
認
め
ら
れ
な
い
。
曽
祖
父
宇
文
伊
與
敦
・
祖
父
宇
文
長
寿
・
父

宇
文
文
孤
は
、
い
ず
れ
も
沃
野
鎮
軍
主
と
な
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
曽
祖
父
宇
文
伊
與
敦
以
来
、
武
人
の
家
系
と
み
ら
れ
る
。

宇
文
盛
は
官
歴
を
み
る
と
、
文
武
両
官
を
歴
任
し
た
。
文
官
は
、
西
魏
文
帝
代
五
三
七
年
以
後
に
煽
栩
郡
太
守
・
醗
州
刺
史
を
歴
任

し
、
北
周
武
帝
代
五
七
○
年
に
大
宗
伯
と
な
り
、
五
七
三
年
に
少
師
を
授
け
ら
れ
た
。
武
官
は
、
北
魏
孝
武
帝
代
に
字
文
泰
の
帳
内
と

字
文
乢
は
、
学
問
を
学
ん
で
い
な
か
っ
た
。
文
官
に
就
い
た
と
は
い
え
、
京
官
で
は
な
く
、
郡
太
守
や
州
刺
史
と
い
っ
た
地
方
長
官

で
あ
っ
た
。
彼
は
地
方
長
官
で
あ
っ
た
時
、
例
え
ば
南
秦
州
刺
史
時
代
に
は
車
騎
大
将
軍
・
儀
同
三
司
を
加
え
ら
れ
、
つ
い
で
騨
騎
大

将
軍
・
開
府
儀
同
三
司
に
進
ん
だ
り
、
金
州
刺
史
時
代
に
は
大
将
軍
に
就
い
た
り
し
た
ご
と
く
、
武
官
を
兼
任
し
、
軍
事
と
関
わ
っ
た
。

そ
の
業
績
は
、
す
べ
て
武
勲
で
あ
る
。
以
上
か
ら
考
え
て
、
字
文
乢
は
生
粋
の
武
人
と
し
て
生
涯
を
送
っ
た
と
い
え
よ
う
。

人
を
捕
え
た
。
翌
五
三
四
年
に
は
、
独
孤
信
に
従
っ
て
東
魏
の
弘
農
郡
太
守
田
八
能
を
漸
陽
郡
で
破
り
、
東
魏
軍
が
賀
抜
勝
を
駆
逐
し

て
奪
っ
た
荊
州
を
攻
め
、
東
魏
の
荊
州
刺
史
辛
纂
を
捕
え
て
取
り
戻
し
た
。
西
魏
文
帝
代
五
三
七
年
に
東
魏
の
驍
将
賓
泰
の
迎
撃
、
弘

農
郡
の
奪
還
、
沙
苑
の
戦
い
、
五
三
八
年
に
河
橋
の
戦
闘
、
に
各
々
従
い
、
す
べ
て
軍
功
を
挙
げ
た
。
五
四
一
年
に
は
独
孤
信
に
従
っ

て
眠
州
刺
史
で
あ
っ
た
宕
昌
先
の
梁
定
が
起
こ
し
た
反
乱
を
平
定
し
た
。
五
五
一
年
に
は
、
大
将
軍
王
雄
に
従
っ
て
子
牛
谷
か
ら
出
て
、

梁
の
北
辺
に
位
置
す
る
上
津
郡
と
魏
興
郡
を
制
圧
し
、
救
援
に
駆
け
つ
け
て
来
た
梁
の
武
陵
王
繭
紀
の
将
楊
乾
運
と
漢
中
郡
の
白
馬
戊

に
お
い
て
戦
い
破
っ
た
。
上
津
郡
と
魏
興
郡
に
は
東
梁
州
を
置
い
た
が
、
同
年
に
東
梁
州
で
反
乱
が
起
き
る
と
、
字
文
乢
は
再
び
王
雄

に
お
い
て
戦
い
破
っ
た
。
’

に
従
っ
て
鎮
圧
に
動
い
た
。

⑨
宇
文
伊
與
教
・
宇
文
盛
の
系
統
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な
り
、
五
一
一
一
四
年
に
は
威
烈
将
軍
を
授
か
り
、
西
魏
文
帝
代
五
三
七
年
に
は
都
督
を
兼
ね
、
五
三
八
年
以
後
に
都
督
・
平
遠
将
軍
。
歩

兵
校
尉
を
授
け
ら
れ
、
つ
い
で
帥
都
督
・
撫
軍
将
軍
を
加
え
ら
れ
、
大
都
督
・
車
騎
大
将
軍
・
儀
同
三
司
、
騨
騎
大
将
軍
・
開
府
儀
同

三
司
を
累
遷
し
、
北
周
孝
閑
帝
代
五
五
七
年
に
大
将
軍
を
授
け
ら
れ
、
浬
州
都
督
に
除
せ
ら
れ
、
そ
の
後
延
州
総
管
に
転
じ
、
柱
国
に

進
ん
だ
。
宣
帝
代
五
七
八
年
に
は
、
上
柱
国
を
拝
し
た
。
実
戦
は
、
北
魏
孝
武
帝
代
五
三
四
年
に
字
文
泰
が
賀
抜
岳
を
殺
害
し
た
侯
莫

陳
悦
を
撃
ち
破
る
の
に
従
い
、
西
魏
文
帝
代
五
三
七
年
に
東
魏
の
驍
将
寅
泰
を
激
撃
し
、
弘
農
郡
を
奪
還
し
、
沙
苑
で
戦
う
の
に
従
っ

た
。
北
周
武
帝
代
五
七
一
年
に
は
、
前
年
に
侵
入
し
て
扮
水
の
北
岸
華
谷
か
ら
龍
門
ま
で
城
を
築
い
た
北
斉
の
斜
律
明
月
の
軍
を
牽
制

す
る
た
め
に
、
派
遣
さ
れ
た
字
文
憲
の
軍
に
加
わ
り
、
扮
州
城
の
包
囲
に
参
加
し
た
。
五
七
六
年
に
は
、
北
周
武
帝
の
北
斉
征
服
軍
の

一
員
と
な
り
、
一
軍
（
歩
騎
一
万
）
を
率
い
て
扮
水
関
を
守
っ
た
（
『
周
書
筐
一
九
宇
文
盛
伝
）
。

宇
文
盛
は
学
問
を
習
っ
て
お
ら
ず
、
文
官
を
経
験
し
て
は
い
る
が
、
中
書
省
官
・
尚
審
省
郎
官
及
び
六
官
の
中
の
中
書
省
官
・
尚
書

省
郎
官
に
相
当
す
る
官
に
は
就
い
て
は
い
な
い
。
官
歴
中
、
武
官
の
ほ
う
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。
字
文
泰
の
挙
兵
・
対
北
斉
戦
に
参

加
し
て
い
る
。
以
上
か
ら
考
え
て
、
宇
文
盛
は
武
人
と
み
な
せ
よ
う
。

宇
文
盛
の
弟
宇
文
丘
も
、
学
問
を
学
ん
で
は
い
な
い
。
彼
が
就
い
た
官
を
み
る
と
、
文
武
両
官
に
任
ぜ
』
ら
れ
て
い
る
。
文
官
は
、
京

官
と
地
方
官
に
就
い
た
。
地
方
官
は
、
北
周
孝
聞
帝
代
五
五
七
年
以
後
に
成
陽
郡
太
守
、
扮
州
刺
史
、
延
綏
丹
三
州
三
防
諸
軍
事
・
延

州
刺
史
、
涼
甘
瓜
三
州
三
防
諸
軍
事
・
涼
州
刺
史
を
歴
任
し
た
。
京
官
は
、
北
周
孝
聞
帝
代
五
五
七
年
以
後
に
左
宮
伯
に
任
命
さ
れ
た
。

武
官
は
、
裏
威
将
軍
・
都
督
か
ら
起
家
し
、
輔
国
将
軍
・
大
都
督
に
任
命
さ
れ
、
北
周
孝
関
帝
代
五
五
七
年
以
後
に
車
騎
大
将
軍
・
儀

同
三
司
を
拝
し
、
そ
の
後
騨
騎
大
将
軍
・
開
府
儀
同
三
司
を
加
え
ら
れ
、
つ
い
で
大
将
軍
と
柱
国
大
将
軍
を
経
歴
し
た
。
実
戦
に
つ
い

て
は
、
参
加
し
た
記
録
は
な
い
。
官
歴
全
体
を
み
る
と
、
武
官
が
大
部
分
を
占
め
る
。
就
い
た
文
官
も
地
方
官
が
多
く
、
延
州
刺
史
、

涼
州
刺
史
で
あ
っ
た
時
代
に
は
諸
軍
事
を
兼
ね
、
左
宮
伯
で
あ
っ
た
時
に
は
大
将
軍
も
兼
ね
た
。
文
官
で
あ
っ
た
時
も
、
軍
事
に
関
わ
っ
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宇
文
莫
豆
千
・
字
文
貴
の
系
統
は
、
字
文
貴
の
祖
父
以
上
の
世
代
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
先
祖
が
昌
黎
郡
大
輔
県
出
身
で
、
夏
州
に

徒
居
し
た
こ
と
以
外
、
名
も
含
め
て
、
そ
の
足
跡
が
史
書
に
全
く
記
述
が
な
い
。
父
の
字
文
莫
豆
干
に
つ
い
て
は
、
生
前
の
行
跡
・
官

歴
が
一
切
不
明
で
あ
る
。
た
だ
没
後
、
北
周
武
帝
代
五
六
一
年
か
ら
五
六
五
年
ま
で
の
間
に
、
字
文
貴
が
勲
功
を
挙
げ
た
の
で
、
柱
国

大
将
軍
・
少
傅
・
夏
州
刺
史
・
安
平
郡
公
を
追
贈
さ
れ
た
事
実
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

字
文
貴
は
、
「
少
く
し
て
師
に
従
い
学
を
受
く
」
と
あ
る
ご
と
く
合
周
書
』
一
九
宇
文
貴
伝
）
、
学
問
を
学
ん
だ
。
学
ん
だ
時
期
は
、

官
界
に
起
家
す
る
前
、
北
魏
代
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
官
歴
は
、
北
魏
孝
明
帝
代
か
ら
北
周
武
帝
代
に
か
け
て
跡
を
印
し
て
い
る
。
文

武
両
官
に
就
い
て
い
る
。
文
官
は
、
京
官
と
地
方
官
に
就
い
た
。
地
方
官
は
、
北
魏
孝
荘
帝
代
五
二
九
年
以
後
に
郵
州
刺
史
に
除
せ
ら

れ
た
。
西
魏
文
帝
代
に
五
三
七
年
以
後
に
夏
州
刺
史
・
岐
州
刺
史
を
歴
任
し
、
西
魏
廃
帝
代
五
五
一
一
年
に
岐
州
刺
史
と
な
り
、
五
五
一
一
一

年
に
大
都
督
興
西
蓋
等
六
州
諸
軍
事
・
興
州
刺
史
を
授
け
ら
れ
、
つ
い
で
五
五
四
年
に
都
督
益
撞
等
六
州
諸
軍
事
・
益
州
刺
史
に
除
せ

ら
れ
た
。
京
官
は
、
西
魏
文
帝
代
五
五
○
年
に
中
外
府
左
長
史
に
遷
り
、
西
魏
廃
帝
代
五
五
四
年
に
小
司
徒
を
加
え
ら
れ
た
。
北
周
孝

た
。
学
問
を
学
ん
で
は
い
な
か
っ
た
こ
と
、
実
戦
で
勲
功
を
立
て
た
こ
と
は
な
い
が
、
文
武
両
官
に
就
い
て
い
た
時
に
一
貫
し
て
軍
事

に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
武
人
と
し
て
立
っ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

宇
文
盛
の
子
は
字
文
帰
・
字
文
述
・
宇
文
静
の
三
人
が
い
る
。
彼
ら
に
つ
い
て
は
、
晴
唐
代
の
と
こ
ろ
で
後
述
す
る
。
宇
文
丘
の
子

宇
文
麟
は
、
名
前
が
み
え
る
の
み
で
、
官
歴
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
か
ら
、
字
文
伊
與
敦
・
宇
文
盛
の
系
統
は
、
宇
文
伊
與
教
以
来
軍
事
に
関
与
し
続
け
た
武
人
の
家
系
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

⑩
宇
文
莫
豆
千
・
字
文
貴
の
系
統
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閏
帝
代
五
五
七
年
に
は
御
正
大
夫
を
拝
し
、
明
帝
代
五
五
九
年
以
後
に
大
司
空
・
小
家
宰
を
歴
遷
し
、
武
帝
代
五
六
四
年
に
大
司
徒
に

任
ぜ
ら
れ
、
つ
い
で
太
保
に
な
っ
た
。
武
官
は
、
北
魏
孝
明
帝
代
五
二
四
年
に
統
軍
と
な
り
、
つ
い
で
武
騎
常
侍
に
除
せ
ら
れ
、
北
魏

孝
荘
帝
代
五
二
八
年
に
は
別
将
を
加
え
ら
れ
、
翌
五
二
九
年
に
は
都
督
に
転
じ
、
さ
ら
に
征
虜
将
軍
を
加
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
武
術
将

軍
・
閤
内
大
都
督
と
な
っ
た
。
西
魏
文
帝
代
五
一
一
一
五
年
に
右
衛
将
軍
に
遷
り
、
五
一
一
一
七
年
に
車
騎
大
将
軍
・
儀
同
三
司
に
進
み
、
つ
い

で
騨
騎
大
将
軍
・
開
府
儀
同
三
司
に
上
が
り
、
五
五
○
年
に
は
大
将
軍
に
進
み
、
北
周
孝
聞
帝
代
五
五
七
年
に
は
柱
国
大
将
軍
に
昇
っ

た
。
実
戦
で
は
、
北
魏
孝
明
帝
代
五
二
四
年
に
破
六
汗
抜
陵
が
包
囲
す
る
夏
州
か
ら
州
刺
史
源
子
雍
を
救
い
出
し
て
送
還
し
、
帰
路
で

叱
干
戯
麟
・
醇
崇
礼
の
率
い
る
反
乱
勢
力
を
撃
破
し
た
。
五
二
七
年
に
は
源
子
雍
の
葛
栄
討
伐
に
従
い
、
陽
平
並
び
に
郷
に
お
い
て
戦
っ

た
。
北
魏
孝
荘
帝
代
五
二
八
年
に
は
、
爾
朱
栄
に
従
っ
て
葛
栄
を
溢
口
（
相
州
）
で
滅
ぼ
し
そ
の
支
配
下
の
翼
・
定
・
漁
・
痕
・
股
五

州
を
収
め
た
。
翌
五
二
九
年
に
は
、
元
天
穆
・
高
歓
に
従
っ
て
邪
杲
を
済
南
で
破
り
降
し
、
爾
朱
栄
に
従
っ
て
梁
か
ら
援
軍
を
得
て
入

洛
し
た
元
願
を
相
手
に
洛
陽
の
河
橋
で
力
戦
し
て
功
績
を
立
て
た
。
北
魏
孝
武
帝
代
五
三
四
年
に
は
武
術
将
軍
・
閤
内
大
都
督
と
し
て

孝
武
帝
を
謹
衛
し
な
が
ら
西
遷
に
随
従
し
た
。
西
魏
文
帝
代
五
三
七
年
に
は
独
孤
信
に
従
っ
て
東
魏
支
配
下
の
旧
都
洛
陽
に
入
城
し
た
。

東
魏
の
頴
川
郡
長
史
賀
若
統
が
西
魏
に
降
っ
た
後
、
東
魏
が
失
地
回
復
が
目
的
で
送
っ
て
き
た
尭
雄
・
趙
育
・
是
云
宝
の
率
い
る
軍
を

頴
川
郡
で
迎
え
、
撃
退
し
た
。
五
五
○
年
に
は
滑
州
周
辺
で
起
き
た
宕
昌
完
内
部
の
紛
争
に
端
を
発
し
た
反
乱
を
豆
虚
寧
・
史
寧
と
と

も
に
制
圧
し
、
眠
州
が
置
か
れ
た
。
廃
帝
代
五
五
四
年
に
は
、
前
年
に
梁
の
四
川
を
攻
略
し
た
尉
遅
掴
に
替
わ
っ
て
益
州
に
駐
屯
し
、

隆
州
の
反
乱
を
抑
え
た
。
明
帝
代
五
五
九
年
に
は
涼
州
に
侵
入
し
て
き
た
吐
谷
霞
を
賀
蘭
祥
と
と
も
に
討
っ
た
。

字
文
貴
は
若
い
時
分
に
学
問
を
学
び
、
北
魏
孝
明
帝
代
か
ら
北
周
武
帝
代
に
か
け
て
文
武
両
官
に
就
い
た
。
文
官
で
は
、
学
問
を
知
っ

て
い
る
こ
と
が
任
官
の
条
件
と
な
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
、
詔
勅
を
総
く
る
御
正
大
夫
に
就
い
て
お
り
、
若
い
時
に
習
っ
た
学
問
が
役
立
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
彼
自
身
は
「
男
児
は
当
に
剣
を
提
げ
て
馬
を
汗
し
て
以
っ
て
公
侯
を
取
る
べ
し
。
何
ぞ
能
く
先
生
の
如
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字
文
貴
の
子
は
、
宇
文
善
・
宇
文
折
・
宇
文
燈
の
三
人
で
あ
る
。
宇
文
善
は
、
学
問
を
学
ん
で
は
い
な
い
。
「
弘
厚
に
し
て
武
芸
有

り
」
と
あ
る
ご
と
く
（
『
階
書
』
四
○
宇
文
善
伝
）
、
武
芸
に
通
じ
て
い
た
。
北
周
に
お
い
て
文
武
両
官
を
歴
任
し
た
。
文
官
は
、
京
官

と
地
方
官
の
両
方
に
就
い
た
。
地
方
官
は
洛
州
刺
史
に
任
命
さ
れ
た
。
京
官
は
、
洛
州
刺
史
を
経
て
宣
帝
代
五
七
九
年
に
大
宗
伯
と
な
っ

た
。
武
官
は
、
開
府
儀
同
三
司
と
大
将
軍
を
経
て
、
武
帝
代
五
七
一
年
に
柱
国
を
就
き
、
静
帝
代
五
八
○
年
に
上
柱
国
に
昇
っ
た
（
『
周

書
』
一
九
宇
文
善
伝
）
。
実
戦
に
つ
い
て
は
、
何
ら
勲
功
は
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。

宇
文
折
も
学
問
を
習
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
官
歴
は
、
主
と
し
て
北
周
代
、
そ
し
て
晴
代
に
印
さ
れ
た
◎
就
い
た
宮
は
、
す
べ
て
武
官

で
あ
る
。
ま
ず
北
周
と
お
も
わ
れ
る
時
期
に
儀
同
三
司
を
拝
し
、
つ
い
で
開
府
儀
同
三
司
と
騒
騎
将
軍
を
加
え
ら
れ
、
武
帝
代
五
七
七

年
に
は
大
将
軍
に
進
み
、
五
七
八
年
に
は
柱
国
大
将
軍
・
豫
州
総
管
と
な
り
、
静
帝
代
五
八
○
年
に
は
行
軍
総
管
に
任
ぜ
ら
れ
、
階
文

帝
代
五
八
五
年
に
右
領
軍
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
た
。
実
戦
で
は
北
周
武
帝
代
に
西
魏
文
帝
代
五
四
一
一
年
以
来
章
孝
寛
が
た
び
た
び
赴
い

て
守
っ
て
い
た
、
河
東
に
お
け
る
最
前
線
の
要
衝
玉
壁
（
勲
州
）
に
派
遣
さ
れ
、
し
ば
し
ば
戦
功
を
挙
げ
た
。
五
七
七
年
に
は
武
帝
の

親
征
に
従
い
、
晋
州
と
井
州
を
抜
い
た
。
五
七
八
年
に
は
王
軌
に
従
っ
て
陳
将
呉
明
徹
を
呂
梁
（
彰
城
郡
）
で
撃
ち
破
り
、
静
帝
代
五

八
○
年
に
尉
遅
掴
が
相
州
で
反
旗
を
翻
し
た
の
を
、
行
軍
総
管
と
し
て
行
軍
元
帥
章
孝
寛
に
従
い
鎮
圧
し
た
。

字
文
析
は
学
問
を
習
わ
な
か
っ
た
が
、
「
能
く
左
右
に
馳
射
し
、
驍
捷
な
る
こ
と
飛
ぶ
が
如
し
」
と
あ
り
爲
晴
書
』
四
○
宇
文
析
伝
）
、

武
芸
に
優
れ
て
い
た
。
ま
た
「
兵
法
を
妙
解
し
、
戎
を
駁
し
て
斉
整
た
り
」
と
あ
り
（
『
晴
書
』
四
○
宇
文
折
伝
）
、
軍
を
動
か
す
用
兵
術

圧
、
隆
州
の
｛

と
み
ら
れ
る
。

く
博
士
と
為
ら
ん
や
。
」
（
『
周
書
』
一
九
宇
文
貴
伝
）
と
発
言
し
た
ご
と
く
、
学
問
に
よ
り
身
を
立
て
る
よ
り
も
む
し
ろ
戦
陣
で
武
勲

を
挙
げ
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
事
実
、
上
で
み
た
よ
う
に
北
魏
末
の
反
乱
諸
勢
力
と
の
戦
い
、
東
魏
と
の
争
覇
戦
、
宕
昌
差
の
反
乱
の
制

圧
、
隆
州
の
反
乱
鎮
圧
、
吐
谷
極
遠
征
に
八
面
六
臂
の
働
き
振
り
を
み
せ
た
。
そ
の
本
領
は
、
武
人
と
し
て
活
動
し
た
点
に
あ
っ
た
と
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字
文
榿
は
晴
代
に
入
っ
て
か
ら
、
土
木
方
面
に
そ
の
才
能
を
開
花
さ
せ
た
。
彼
は
、
階
が
起
こ
し
た
大
規
模
な
土
木
工
事
の
多
く
に

総
監
督
あ
る
い
は
副
監
督
と
し
て
携
わ
っ
た
。
彼
が
関
わ
っ
た
土
木
事
業
は
、
階
の
宗
室
楊
氏
の
宗
廟
・
大
興
城
・
広
通
渠
・
仁
寿
宮
・

太
陵
（
附
文
帝
と
文
献
皇
后
独
孤
氏
の
合
葬
墓
）
・
東
京
洛
陽
城
・
長
城
（
楡
谷
以
東
）
・
観
風
行
殿
の
建
設
で
あ
っ
た
。
大
興
城
建

設
の
際
に
は
、
高
穎
が
総
監
督
で
あ
っ
た
が
、
す
べ
て
の
計
画
は
副
監
督
で
あ
っ
た
宇
文
慣
が
立
て
た
合
附
書
』
六
八
宇
文
憤
伝
）
。

他
の
土
木
工
事
に
お
い
て
も
、
計
画
立
案
に
当
っ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
彼
が
土
木
工
事
の
計
画
立
案
が
で
き
た
の
は
、
学
問
を
知
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
西
晋
の
永
嘉
の
乱
以
来
、
明
堂
が
廃
絶
し
た
の
を
復
興
さ
せ
よ
う
と
し
た
時
に
、
議
論
が
起
き
た
。
字
文
榿

も
『
明
堂
議
表
』
を
上
奏
し
、
議
論
の
輪
の
中
に
加
わ
っ
た
。
そ
こ
で
は
『
准
南
子
』
・
『
尚
書
』
・
『
周
礼
』
・
『
Ｐ
子
』
・
『
礼

記
』
・
『
呂
氏
春
秋
』
な
ど
を
引
き
な
が
ら
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
学
問
を
基
に
土
木
工
事
の
計
画
を
立
案
し
た

こ
と
を
裏
書
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
『
東
都
図
記
』
二
○
巻
．
『
明
堂
図
議
』
二
巻
．
『
釈
疑
』
一
巻
を
著
わ
し
、
世
に
流
布
し
た
。

に
も
通
じ
て
い
た
。
以
上
み
た
よ
う
に
、
宇
文
折
は
学
問
を
学
ば
ず
、
軍
事
に
明
る
く
、
専
ら
武
官
の
み
に
就
き
、
赫
々
た
る
武
勲
を

立
て
た
こ
と
か
ら
、
武
人
と
し
て
生
き
た
と
い
え
よ
う
。
よ

宇
文
燈
は
、
「
独
り
学
を
好
み
、
博
く
書
記
を
覧
、
解
く
文
を
属
り
、
技
芸
多
し
」
と
あ
る
〉
」
と
く
（
『
侑
書
』
六
八
宇
文
榿
伝
）
、
学

問
を
学
び
好
ん
だ
。
官
歴
は
、
北
周
と
晴
代
に
刻
ん
だ
。
文
武
両
官
に
就
い
た
が
、
武
官
よ
り
も
文
官
の
ほ
う
に
多
く
就
い
た
。
武
官

は
、
北
周
代
に
千
牛
に
ま
ず
任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
儀
同
三
司
に
週
り
、
晴
文
帝
代
に
儀
同
一
一
一
司
を
再
び
授
け
ら
れ
、
揚
帝
代
に
開
府
に

進
ん
だ
。
文
官
は
、
晴
代
に
京
官
と
地
方
官
に
任
命
さ
れ
た
。
地
方
官
は
、
附
文
帝
代
に
莱
州
刺
史
に
任
命
さ
れ
た
。
京
官
は
、
附
文

帝
代
に
営
宗
廟
副
監
・
太
子
左
庶
子
を
拝
し
、
五
八
二
年
に
は
営
新
都
副
監
を
領
し
、
そ
の
後
検
校
将
作
大
匠
と
な
り
、
仁
寿
宮
監
を

拝
し
、
つ
い
で
将
作
少
監
と
な
っ
た
。
揚
帝
代
に
は
六
○
七
年
に
営
東
都
副
監
に
任
命
さ
れ
、
つ
い
で
将
作
少
監
に
遷
り
、
さ
ら
に
六

○
八
年
に
は
工
部
尚
書
を
拝
し
た
。
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宇
文
氏
は
、
西
魏
・
北
周
の
中
核
を
構
成
し
て
い
た
宇
文
陵
・
字
文
泰
の
系
統
は
、
周
階
革
命
時
に
ほ
と
ん
ど
殺
さ
れ
て
絶
え
た
。

宇
文
氏
で
晴
唐
代
に
そ
の
存
在
が
確
か
め
ら
れ
る
の
は
、
五
系
統
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
①
宇
文
伊
與
教
・
宇
文
盛
の
系
統
（
北
朝
時
代

の
⑨
系
統
）
、
②
宇
文
直
力
観
・
宇
文
散
の
系
統
（
北
朝
時
代
の
⑤
系
統
）
、
③
宇
文
求
男
・
宇
文
金
殿
の
系
統
（
北
朝
時
代
の
④
系
統
）
、

④
宇
文
陵
・
字
文
洛
の
系
統
（
北
朝
時
代
の
⑦
系
統
）
、
⑤
宇
文
籍
・
字
文
臨
の
系
統
で
あ
る
。

こ
の
中
『
東
都
図
記
』
と
『
明
堂
図
議
』
は
、
建
築
関
係
の
著
述
で
あ
ろ
う
。

字
文
榿
は
、
「
渡
遼
の
功
を
以
っ
て
、
位
を
金
紫
光
禄
大
夫
に
進
む
」
と
あ
り
（
『
晴
書
』
六
八
宇
文
憤
伝
）
、
高
句
麗
遠
征
で
何
ら
か

の
勲
功
を
立
て
た
と
お
も
わ
れ
る
。
た
だ
そ
れ
以
外
に
は
、
武
勲
を
挙
げ
た
様
子
は
な
い
。
彼
の
場
合
、
学
問
を
学
び
そ
れ
を
土
木
建

築
に
活
用
し
、
武
人
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
文
人
と
し
て
生
き
た
と
い
え
よ
う
。

宇
文
善
・
宇
文
折
・
宇
文
燈
三
兄
弟
の
子
は
、
字
文
憤
の
子
宇
文
儒
童
と
字
文
温
の
二
名
の
み
が
名
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
た
だ
二
人

と
も
行
跡
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
各
々
瀞
騎
尉
、
起
部
承
務
郎
に
就
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る

宇
文
莫
豆
千
・
字
文
貴
の
系
統
は
、
北
魏
代
・
東
西
両
魏
・
北
斉
・
北
周
に
お
い
て
、
「
家
世
、
武
将
な
り
」
と
あ
る
ご
と
く
（
『
附

書
』
六
八
宇
文
榿
伝
）
、
武
人
色
の
極
め
て
鰻
い
家
だ
っ
た
と
い
え
る
。
晴
代
に
入
る
と
、
字
文
憶
の
よ
う
に
文
人
と
し
て
生
き
る
人
物

も
出
た
。①
宇
文
伊
與
教
・
宇
文
盛
の
系
統

２
階
唐
代
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字
文
伊
與
敦
・
宇
文
盛
の
系
統
は
、
宇
文
盛
の
子
に
字
文
帰
・
字
文
述
・
宇
文
静
三
兄
弟
が
い
る
。
字
文
帰
と
宇
文
静
の
二
人
と
そ

の
子
孫
は
後
で
み
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
先
ず
字
文
述
及
び
そ
の
子
宇
文
化
及
・
宇
文
士
及
・
宇
文
智
及
三
兄
弟
か
ら
み
て
み
よ
う
。

字
文
述
は
、
学
問
を
学
ん
で
は
お
ら
ず
、
北
周
代
か
ら
晴
代
ま
で
の
間
官
界
を
歩
ん
だ
。
そ
の
官
歴
を
み
る
と
、
す
べ
て
武
官
で
あ

る
。
北
周
武
帝
代
に
開
府
よ
り
起
家
し
、
五
七
二
年
に
左
宮
伯
に
任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
英
果
中
大
夫
に
累
遷
し
た
。
静
帝
代
五
八
○
年

に
は
行
軍
総
管
と
な
り
、
つ
い
で
上
柱
国
大
将
軍
を
拝
し
た
。
晴
文
帝
代
五
八
一
年
に
は
右
衛
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
、
五
八
九
年
に
は

再
度
行
軍
総
管
と
な
り
、
つ
い
で
安
州
総
管
に
任
ぜ
ら
れ
、
五
九
○
年
に
は
寿
州
刺
史
総
管
に
就
け
ら
れ
た
。
六
○
二
年
に
は
左
衛
率

に
就
け
ら
れ
た
。
揚
帝
代
六
○
五
年
に
は
左
衛
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
、
六
○
七
年
に
は
開
府
儀
同
三
司
を
加
え
ら
れ
た
。
六
一
二
年
に

は
扶
除
軍
道
将
と
な
り
、
一
旦
免
官
と
な
る
が
、
翌
六
一
三
年
に
は
再
び
左
衛
大
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
実
戦
で
は
、
北
周
静
帝
代
五

八
○
年
に
行
軍
総
管
と
し
て
歩
騎
三
千
を
率
い
て
、
行
軍
元
帥
章
孝
寛
に
従
っ
て
尉
遅
掴
の
反
乱
討
伐
に
向
か
い
、
平
定
し
た
。
階
文

帝
代
五
八
九
年
に
は
行
軍
総
管
と
し
て
三
万
の
兵
を
率
い
て
、
晋
王
楊
広
（
の
ち
の
揚
帝
）
に
従
い
、
陳
を
征
服
し
た
。
揚
帝
代
六
○

八
年
に
曼
頭
・
赤
水
で
吐
谷
極
を
破
り
、
翌
六
○
九
年
に
は
張
披
を
侵
し
た
吐
谷
灘
を
撃
っ
た
。
六
一
二
年
に
は
扶
除
軍
道
将
と
し
て
、

高
句
關
遠
征
に
参
加
し
た
。
こ
の
時
に
は
平
壊
城
の
西
方
薩
水
で
大
敗
を
喫
し
、
三
○
万
五
千
人
の
兵
士
中
、
二
千
七
百
人
を
残
す
の

み
と
な
っ
た
。
翌
六
一
三
年
に
再
び
高
句
麗
遠
征
に
参
加
し
、
楊
義
臣
と
平
壊
に
派
遣
さ
れ
る
が
、
黎
陽
で
漕
運
を
挙
っ
て
い
た
礼
部

尚
書
楊
玄
感
が
反
旗
を
翻
す
と
、
取
っ
て
返
し
て
衛
玄
・
来
護
児
・
屈
突
通
ら
と
と
も
に
制
圧
し
た
。

字
文
述
は
揚
帝
か
ら
寵
愛
さ
れ
、
六
一
○
年
以
後
蘇
威
と
と
も
に
選
挙
を
掌
り
、
朝
政
に
参
与
し
た
が
、
学
問
を
学
ば
ず
、
「
少
く

な

し
て
驍
鋭
に
し
て
、
弓
馬
に
便
る
」
と
あ
る
一
」
と
く
（
『
晴
書
』
六
一
宇
文
述
伝
）
、
武
芸
に
熟
達
し
、
武
官
の
み
に
就
き
、
そ
の
行
跡

に
お
い
て
も
軍
事
活
動
が
大
き
な
比
重
を
占
め
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
武
人
と
し
て
生
涯
を
送
っ
た
と
い
え
よ
う
。

字
文
述
の
子
宇
文
化
及
・
宇
文
士
及
・
宇
文
智
及
三
兄
弟
の
中
、
宇
文
化
及
・
宇
文
智
及
の
二
人
は
、
附
揚
帝
代
六
一
八
年
に
司
馬
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字
文
士
及
伝
）
。

宇
文
智
及
も
、
学
問
を
学
ん
で
は
い
な
い
。
晴
代
に
文
武
両
官
に
就
い
た
。
附
揚
帝
代
六
一
六
年
に
将
作
少
監
を
授
け
ら
れ
、
試
逆

後
尚
書
左
僕
射
と
な
り
、
十
二
衛
大
将
軍
を
領
し
た
「
晴
書
』
八
五
宇
文
智
及
伝
）
。
実
戦
に
は
、
参
加
し
て
い
な
い
。

宇
文
士
及
も
学
問
を
学
ん
で
は
い
な
い
。
楕
揚
帝
代
か
ら
唐
太
宗
代
ま
で
の
間
に
、
文
武
両
官
を
歴
任
し
た
。
文
官
は
、
階
揚
帝
代

六
○
五
年
か
ら
六
一
七
年
ま
で
の
間
に
尚
楚
奉
御
・
鴻
臓
少
卿
を
歴
任
し
、
六
一
八
年
に
揚
帝
試
逆
後
内
史
令
に
署
名
せ
ら
れ
た
。
唐

高
祖
代
六
一
九
年
宇
文
士
及
と
宇
文
智
及
が
亡
く
な
っ
た
後
、
済
北
郡
よ
り
来
降
し
た
。
唐
高
祖
代
六
二
一
年
以
後
に
中
書
侍
郎
に
週

り
、
六
二
五
年
に
は
権
検
校
侍
中
と
な
り
太
子
暦
事
を
兼
ね
た
。
太
宗
代
六
二
六
年
に
は
中
欝
令
を
拝
し
、
つ
い
で
殿
中
監
・
蒲
州
刺

史
を
歴
任
し
、
再
び
殿
中
監
と
な
っ
た
。
武
官
は
、
唐
高
祖
代
六
一
九
年
に
上
儀
同
を
授
け
ら
れ
、
六
二
○
年
に
は
秦
王
府
騨
騎
将
軍

に
遷
り
、
そ
の
後
検
校
涼
州
都
督
・
右
衛
大
将
軍
を
歴
任
し
た
。
実
戦
で
は
、
唐
高
祖
代
李
世
民
（
の
ち
の
太
宗
）
に
従
っ
て
六
二
○

年
に
宋
金
剛
を
平
定
し
、
六
二
一
年
に
は
賓
建
徳
と
王
世
充
を
撃
ち
滅
ぼ
し
た
（
『
旧
唐
書
』
六
三
字
文
士
及
伝
、
『
新
唐
書
』
一
○
○

徳
戯
・
司
馬
元
礼
・
袈
塵
通
ら
と
と
も
に
江
都
で
揚
帝
を
試
逆
し
、
そ
の
後
北
上
し
、
六
一
九
年
に
聯
城
に
お
い
て
寅
建
徳
に
敗
れ
て

蝿
れ
た
。
宇
文
士
及
は
、
揚
帝
の
娘
南
陽
公
主
を
妻
と
し
て
い
た
が
故
に
揚
帝
の
試
逆
の
謀
議
に
加
え
ら
れ
ず
、
唐
代
に
ま
で
生
き
延

び
た
。
宇
文
化
及
と
宇
文
智
及
の
二
人
か
ら
、
ま
ず
み
て
み
よ
う
。

字
文
述
の
子
宇
文
化
及
は
、
学
問
を
学
ん
で
は
い
な
い
。
宇
文
化
及
は
、
晴
代
に
文
武
両
官
を
経
験
し
た
。
文
官
は
、
階
文
帝
代
六

○
二
年
以
後
に
太
子
僕
に
任
ぜ
ら
れ
、
揚
帝
代
六
○
四
年
に
太
僕
少
卿
を
拝
し
、
六
一
八
年
試
逆
直
前
に
反
逆
者
た
ち
か
ら
丞
相
に
祭

り
上
げ
ら
れ
た
。
武
官
は
、
揚
帝
代
六
一
六
年
に
右
屯
衛
将
軍
と
な
っ
た
（
『
惰
書
』
八
五
字
文
化
及
伝
）
。
実
戦
に
は
、
参
加
し
て
い

な
い

。

宇
文
化
及
・
宇
文
智
及
二
兄
弟
は
、
文
武
両
官
に
就
い
て
い
る
も
の
の
、
学
問
を
学
ん
で
は
お
ら
ず
、
中
書
省
官
と
尚
書
省
郎
官
は
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〈
随
）

宇
文
士
及
は
、
文
武
両
官
に
就
き
、
し
か
も
文
官
中
中
書
侍
郎
・
中
書
く
祠
と
い
っ
た
中
書
省
官
に
任
命
さ
れ
て
お
り
、
学
問
を
学
ん

だ
と
い
う
記
述
は
史
書
に
み
え
な
い
が
、
学
問
に
対
し
て
理
解
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
だ
が
武
官
に
就
き
、
晴
末
唐
初
に
膜
生
し

た
反
乱
諸
勢
力
中
最
も
手
強
か
っ
た
賓
建
徳
と
王
世
充
と
戦
っ
て
お
り
、
そ
の
本
領
は
軍
事
に
あ
っ
た
か
と
お
も
わ
れ
る
。
宇
文
化
及
・

宇
文
士
及
・
宇
文
智
及
三
兄
弟
の
子
孫
は
、
宇
文
士
及
の
子
に
新
城
県
公
或
い
は
封
城
県
公
に
就
い
た
、
名
前
の
不
明
な
も
の
が
い
る

以
外
、
わ
か
ら
な
い
（
『
旧
唐
書
』
六
三
字
文
士
及
伝
、
『
新
唐
書
』
一
○
○
字
文
士
及
伝
）
。

字
文
述
の
兄
宇
文
帰
は
『
附
書
』
に
も
新
旧
両
唐
書
に
も
伝
は
な
く
、
学
問
の
有
無
や
軍
事
の
能
力
は
確
認
で
き
な
い
。
た
だ
名
の

み
、
確
か
め
ら
れ
る
。
字
文
帰
の
子
孫
も
『
晴
書
』
に
も
新
旧
両
唐
書
に
も
伝
は
な
く
、
学
問
の
有
無
や
軍
事
の
能
力
は
確
認
で
き
な

い
。
た
だ
就
い
た
官
は
確
認
で
き
る
。
字
文
帰
の
子
宇
文
定
及
は
唐
代
に
徳
州
刺
史
に
任
命
さ
れ
、
宇
文
定
及
の
子
宇
文
規
は
光
禄
少

卿
に
就
き
、
字
文
規
の
子
小
字
文
噸
は
無
官
で
あ
り
、
宇
文
顕
の
子
宇
文
実
は
好
時
県
令
に
除
せ
ら
れ
、
宇
文
実
の
弟
宇
文
宿
は
均
州

刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
た
（
『
新
唐
書
』
七
一
下
宰
相
世
系
表
一
下
、
『
元
和
姓
纂
』
六
）
。
少
な
く
と
も
、
武
官
に
は
就
任
し
て
い
な
い
。

字
文
述
の
弟
宇
文
静
も
『
階
書
』
に
も
新
旧
両
唐
書
に
も
伝
は
な
く
、
学
問
の
有
無
や
軍
事
の
能
力
は
確
認
で
き
な
い
。
た
だ
名
の

み
、
確
か
め
ら
れ
る
。
宇
文
静
の
子
宇
文
福
及
も
同
様
で
あ
る
。
宇
文
福
及
の
子
は
史
書
に
名
が
み
え
な
い
が
、
宇
文
福
及
の
孫
宇
文

全
志
は
工
部
員
外
郎
に
就
き
、
そ
の
甥
宇
文
順
は
虞
部
員
外
郎
に
任
命
さ
れ
た
（
『
新
唐
書
』
七
一
下
宰
相
世
系
表
一
下
、
『
元
和
姓
纂
』

六
）
。
任
命
さ
れ
た
時
期
は
、
い
ず
れ
も
唐
代
で
あ
ろ
う
。

以
上
か
ら
、
字
文
伊
與
敦
・
宇
文
盛
の
系
統
は
、
字
文
述
及
び
そ
の
子
宇
文
化
及
・
宇
文
士
及
・
宇
文
智
及
三
兄
弟
ま
で
、
階
か
ら

唐
初
ま
で
、
学
問
を
学
ん
で
お
ら
ず
、
軍
事
と
の
関
わ
り
を
完
全
に
放
棄
し
て
お
ら
ず
、
お
そ
ら
く
武
人
の
家
と
し
て
存
続
し
て
い
た

経
験
し
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
文
人
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
戦
に
参
加
し
て
い
な
い
が
、
武
官
に
就
い
て
お
り
、
各
々
武

人
と
し
て
立
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
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と
お
も
わ
れ
る
。
字
文
述
の
子
孫
は
宇
文
化
及
・
宇
文
士
及
・
宇
文
智
及
三
兄
弟
よ
り
下
の
世
代
は
不
明
だ
が
、
字
文
述
の
弟
宇
文
静

（
脇
》

の
子
孫
で
唐
代
に
宇
文
全
志
・
宇
文
順
の
よ
う
に
尚
書
省
郎
官
に
就
い
た
も
の
が
い
た
｝
」
と
か
ら
、
字
文
伊
與
敦
・
宇
文
盛
の
系
統
は
、

唐
代
に
実
務
能
力
を
以
っ
て
立
つ
文
人
官
僚
・
文
人
士
大
夫
に
転
じ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

宇
文
激
は
、
晴
代
に
も
文
武
両
官
を
歴
任
し
た
。
文
官
は
、
京
官
と
地
方
官
の
両
方
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
京
官
は
、
文
帝
代
五
八
一
年

に
尚
書
右
丞
に
任
ぜ
ら
れ
、
つ
い
で
尚
書
左
丞
に
遷
り
、
五
八
三
年
に
太
僕
少
卿
に
除
せ
ら
れ
、
吏
部
侍
郎
に
転
じ
、
五
八
九
年
に
刑

部
尚
書
に
抜
擢
さ
れ
た
。
揚
帝
代
六
○
五
年
に
刑
部
尚
書
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
後
再
度
刑
部
尚
書
を
拝
し
、
六
○
七
年
に
礼
部
尚
書
に

転
じ
た
。
地
方
官
は
、
揚
帝
代
六
○
五
年
か
ら
六
○
七
年
ま
で
の
間
に
泉
州
刺
史
に
除
せ
ら
れ
た
。
武
官
は
、
文
帝
代
五
八
三
年
に
行

軍
司
馬
と
な
り
、
五
八
八
年
に
は
行
軍
総
管
を
領
し
、
つ
い
で
開
府
を
加
え
ら
れ
、
五
八
九
年
に
は
太
子
左
右
虜
侯
率
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

五
九
八
年
に
は
元
帥
漢
王
府
司
馬
を
授
け
ら
れ
、
つ
い
で
行
軍
総
管
を
領
し
た
。
五
九
九
年
に
朔
州
総
管
に
任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
六
○

五
年
ま
で
の
間
に
代
州
総
管
・
呉
州
総
管
を
歴
任
し
た
。
実
戦
で
は
、
文
帝
代
五
八
三
年
に
行
軍
司
馬
と
し
て
甘
州
を
侵
し
た
突
廠
を
、

行
軍
元
帥
更
栄
定
に
従
い
涼
州
よ
り
出
て
撃
破
し
た
。
五
八
八
年
に
は
、
行
軍
総
管
と
し
て
陳
の
平
定
に
参
加
し
、
楊
素
配
下
の
劉
仁

恩
が
長
江
中
流
域
の
岐
亭
（
夷
陵
郡
）
で
永
安
郡
か
ら
東
下
し
て
き
た
晴
の
水
軍
の
行
く
手
を
阻
ん
で
い
た
陳
将
呂
忠
粛
を
排
除
す
る

の
を
、
策
を
授
け
て
助
け
た
。
ま
た
五
九
八
年
に
は
、
高
句
麗
遠
征
に
参
加
し
た
。

宇
文
激
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
学
問
を
学
び
、
『
尚
書
』
と
『
孝
経
』
に
注
を
加
え
た
。
文
武
両
官
に
就
き
、
と
く
に
文
官
で
は

北
周
代
に
中
書
省
官
で
詔
勅
を
起
草
す
る
内
史
都
上
士
（
中
欝
舎
人
に
相
当
）
に
就
き
、
学
才
を
発
揮
し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
ま

②
宇
文
直
力
翻
弓
宇
文
激
の
系
統
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彼
は
学
問
を
学
ん
だ
こ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
法
令
を
明
習
し
、
幹
局
を
以
っ
て
称
せ
ら
る
」
負
旧
唐
書
』
一
○
五
字
文

節
伝
）
と
あ
り
、
実
務
能
力
を
備
え
、
「
法
令
に
明
る
し
」
（
『
新
唐
書
』
一
三
四
字
文
節
伝
）
と
あ
る
ご
と
く
、
法
令
に
通
じ
て
い
た

こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
学
問
も
習
っ
て
い
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
武
官
に
就
い
て
お
ら
ず
、
実
戦
に
も
参
加
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

実
務
能
力
を
振
る
う
文
人
官
僚
と
し
て
立
っ
て
い
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

中
に
任
命
さ
れ
た
。

た
晴
代
に
は
尚
書
省
の
文
書
行
政
の
要
を
握
る
尚
書
左
右
丞
に
任
命
さ
れ
て
お
り
、
実
務
能
力
を
備
え
て
い
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

実
戦
で
も
、
北
周
代
に
は
対
北
斉
戦
、
対
突
厭
戦
、
晴
代
に
は
対
突
厭
戦
、
陳
征
服
戦
で
活
躍
し
て
お
り
、
軍
事
的
才
能
が
あ
っ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
井
州
の
治
所
が
置
か
れ
て
い
た
晋
陽
は
、
重
要
地
点
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
こ
を
治
め
る
井
州
総
管
は
必
ず
親

王
を
任
命
し
、
そ
の
属
僚
で
あ
る
長
史
・
司
馬
は
優
れ
た
人
材
を
選
ん
だ
。
五
九
三
年
に
井
州
総
管
漢
王
楊
諒
の
長
史
王
詔
が
死
去
す

《
Ｍ
）

る
と
、
替
わ
っ
て
長
史
に
選
ば
れ
た
。
総
管
府
長
史
は
、
軍
民
両
政
を
掌
る
の
が
、
役
割
で
あ
る
。
か
れ
が
長
史
に
任
用
さ
れ
た
の
は
、

文
武
両
方
の
才
能
を
兼
備
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
次
に
宇
文
激
の
子
孫
を
み
て
み
よ
う
。

宇
文
激
の
子
は
、
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
新
旧
両
唐
書
に
伝
が
な
く
、
『
新
唐
書
』
七
一
下
宰
相
世
系
表
一
下
に
名
が
み

え
る
、
字
文
倹
・
宇
文
暖
・
字
文
紹
の
一
一
一
人
で
あ
る
。
三
人
中
、
宇
文
暖
は
就
い
た
官
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
字
文
倹
・
字
文
紹
の
二

人
は
、
各
々
九
艤
令
、
水
部
員
外
郎
に
就
い
た
（
『
新
唐
書
』
七
一
下
宰
相
世
系
表
一
下
）
。
二
人
と
も
武
官
に
就
い
て
お
ら
ず
、
実
戦

経
験
に
つ
い
て
は
、
わ
か
ら
な
い
。
字
文
倹
・
宇
文
暖
・
宇
文
紹
三
兄
弟
の
子
は
、
字
文
倹
の
子
宇
文
節
の
み
認
め
ら
れ
る
。

字
文
節
は
、
官
歴
を
み
る
と
、
文
官
に
就
い
た
こ
と
の
み
確
認
で
き
る
。
武
官
に
任
命
さ
れ
た
事
実
は
見
ら
れ
な
い
。
唐
代
に
吏
部

員
外
郎
（
『
唐
尚
書
省
郎
官
石
柱
題
名
孝
』
四
）
・
吏
部
郎
中
（
同
三
）
・
司
勲
郎
中
（
同
七
）
を
歴
任
し
た
。
太
宗
代
六
二
七
年
か

ら
六
四
九
年
ま
で
の
間
に
尚
書
右
丞
と
な
り
、
高
宗
代
六
五
○
年
に
は
黄
門
侍
郎
・
同
中
書
門
下
三
品
に
累
遷
し
、
六
五
二
年
に
は
侍
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字
文
節
の
子
は
、
字
文
蠣
の
み
が
史
書
に
名
が
み
え
る
。
字
文
蛎
は
、
学
問
を
学
ん
だ
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
。
官
歴
を
み
る
と
、

武
官
に
就
い
て
は
お
ら
ず
、
文
官
の
莱
州
長
史
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
み
で
あ
る
（
『
旧
唐
書
』
一
○
五
字
文
節
伝
・
『
新
唐
書
』

一
三
四
字
文
節
伝
）
。
実
戦
経
験
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

字
文
蠣
の
子
宇
文
融
は
、
学
問
を
学
ん
だ
こ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
明
僻
に
し
て
，
吏
幹
あ
り
」
（
『
旧
唐
書
』
一
○
五
宇

文
融
伝
）
・
「
明
辮
に
し
て
、
吏
治
に
長
ず
」
（
『
新
唐
書
』
一
三
四
字
文
節
伝
）
と
あ
り
、
実
務
能
力
が
あ
っ
た
。
唐
玄
宗
代
に
は
、

周
知
の
如
く
、
括
戸
政
策
を
提
議
し
、
自
ら
遂
行
し
た
。
そ
の
官
歴
は
、
武
官
に
は
就
い
て
は
お
ら
ず
、
文
官
の
み
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

文
官
は
、
京
官
と
地
方
官
に
就
い
た
。
地
方
官
は
、
唐
玄
宗
代
七
一
三
年
に
富
平
県
主
節
と
な
り
、
七
二
七
年
に
魏
州
刺
史
に
左
遷
さ

れ
、
つ
い
で
汁
州
刺
史
に
転
任
し
、
そ
の
後
汝
州
刺
史
と
な
っ
た
。
京
官
は
、
唐
玄
宗
代
七
一
三
年
以
後
に
監
察
御
史
と
な
り
、
兵
部

員
外
郎
に
遷
っ
て
侍
御
史
を
兼
ね
、
そ
の
後
御
史
中
丞
に
抜
擢
さ
れ
、
七
一
一
八
年
に
鴻
瞳
卿
と
戸
部
侍
郎
を
兼
任
し
、
七
一
一
九
年
に
黄

門
侍
郎
に
遷
り
、
宰
相
の
同
中
書
門
下
平
章
事
を
兼
ね
た
。
実
戦
で
の
経
験
は
な
い
。
字
文
融
は
、
武
官
に
就
い
て
お
ら
ず
実
戦
経
験

も
な
く
専
ら
文
官
に
就
き
、
尚
書
省
郎
官
で
あ
る
兵
部
員
外
郎
に
就
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
務
に
長
け
た
文
人
官
僚
と
し
て
生
き
た

立
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

字
文
融
の
子
は
、
字
文
寛
・
字
文
寧
・
字
文
審
・
字
文
宣
の
四
人
で
あ
る
。
四
人
中
、
字
文
審
以
外
の
三
人
は
新
旧
両
唐
書
に
伝
が

な
い
。
字
文
審
も
学
問
を
学
ん
だ
こ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
唐
玄
宗
代
に
科
挙
の
進
士
科
に
登
第
し
て
お
り
含
新
唐
書
』
一

三
四
宇
文
審
伝
）
、
学
問
を
学
ん
だ
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
官
歴
を
み
る
と
、
武
官
に
は
就
い
て
は
お
ら
ず
、
文
官
の
み
に
任
官
し
た
。

文
官
は
、
京
官
と
地
方
官
に
就
い
た
。
就
い
た
地
方
官
は
、
永
州
刺
史
と
和
州
刺
史
で
あ
る
。
京
官
は
、
大
理
評
事
と
戸
部
員
外
郎

（
『
唐
尚
書
省
郎
官
石
柱
題
名
考
』
二
一
）
で
あ
る
。
実
戦
に
参
加
は
し
て
い
な
い
。
以
上
か
ら
、
字
文
審
は
文
人
官
僚
と
し
て
官
界
に

と
い
え
よ
う
。
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新
旧
両
唐
書
に
立
伝
さ
れ
て
い
な
い
、
字
文
寛
・
字
文
寧
・
字
文
宣
の
三
人
の
中
、
字
文
寛
は
学
問
を
習
っ
た
こ
と
は
明
記
さ
れ
て

い
な
い
。
官
歴
は
、
文
官
で
京
官
で
あ
る
戸
部
員
外
郎
に
就
い
た
こ
と
の
み
が
明
ら
か
で
あ
る
（
『
元
和
姓
纂
』
六
）
。
実
戦
経
験
の
有

無
は
、
確
認
で
き
な
い
。
文
人
官
僚
で
あ
っ
た
か
と
お
も
わ
れ
る
。

〈
温
）

字
文
寛
・
字
文
寧
・
字
文
審
・
宇
文
宣
四
兄
弟
の
子
は
、
字
文
寛
の
子
宇
文
弦
の
み
、
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
宇
文
弦
は
、
新

旧
両
唐
講
に
伝
が
な
く
、
『
新
唐
書
』
七
一
下
宰
相
世
系
表
一
下
と
『
元
和
姓
纂
』
六
に
そ
の
名
と
就
い
た
官
が
記
さ
れ
て
い
る
。
宇

文
弦
も
学
問
を
習
っ
た
こ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
官
歴
は
、
文
官
で
京
官
で
あ
る
刑
部
郎
中
に
就
い
た
こ
と
の
み
が
判
明
し
て
い

る
（
『
元
和
姓
纂
』
六
・
『
新
唐
書
』
七
一
下
宰
相
世
系
表
一
下
）
。
実
戦
経
験
の
有
無
は
、
確
認
で
き
な
い
。
尚
書
省
郎
官
で
あ
る
刑

部
郎
中
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
宇
文
弦
も
ま
た
文
人
官
僚
で
あ
っ
た
か
と
お
も
わ
れ
る
。

宇
文
直
力
観
・
宇
文
激
の
系
統
で
最
初
に
学
問
を
学
ん
だ
字
文
教
の
子
孫
の
科
挙
合
格
者
や
尚
書
省
郎
官
経
験
者
を
、
宇
文
散
を
起

点
に
そ
の
世
代
順
に
整
理
す
る
と
、
字
文
紹
（
子
）
・
字
文
節
（
孫
）
・
宇
文
融
（
玄
孫
）
・
字
文
審
（
五
世
孫
）
・
宇
文
寛
孟
世

孫
）
・
宇
文
弦
（
六
世
孫
）
で
あ
る
。
曾
孫
の
代
を
除
い
て
、
科
挙
合
格
者
や
尚
書
省
郎
官
経
験
者
を
出
し
た
。
尚
書
省
郎
官
経
験
者

も
学
問
を
学
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
曾
孫
の
代
以
外
、
宇
文
激
か
ら
宇
文
弦
ま
で
六
世
代
に
亘
っ
て
学
問
を
学
び
、
科
挙

合
格
者
や
尚
書
省
郎
官
経
験
者
を
輩
出
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。
字
文
紹
以
後
の
世
代
で
武
官
に
就
い
た
も
の
も
実
戦
に
参
加
し
た
も
の

も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
宇
文
直
力
観
・
宇
文
激
の
系
統
は
字
文
紹
以
後
文
人
官
僚
・
文
人
士
大
夫
と
化
し
た
と
み
ら
れ
る
。

宇
文
求
男
・
宇
文
金
殿
の
系
統
で
は
、
宇
文
神
挙
・
宇
文
神
慶
兄
弟
の
子
孫
に
つ
い
て
、
学
問
や
軍
事
の
才
能
に
関
し
て
史
書
に
全

③
宇
文
求
男
・
宇
文
金
殿
の
系
統
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く
叙
述
が
な
い
。
宮
歴
に
つ
い
て
は
、
簡
単
に
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る

宇
文
神
挙
の
子
は
、
字
文
同
と
宇
文
誼
だ
け
が
史
書
に
名
が
み
え
る
。
宇
文
同
に
つ
い
て
史
乗
に
あ
る
記
載
は
、
儀
同
大
将
軍
に
至
っ

た
こ
と
の
み
で
あ
る
。
任
官
の
時
期
は
、
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
北
周
代
か
晴
代
に
任
命
さ
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
以
外
に
彼
の

学
問
の
有
無
や
軍
事
の
才
能
・
官
歴
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
（
『
周
書
』
四
○
宇
文
同
伝
）
。
宇
文
誼
は
、
無
官
で
あ
る
。
彼
も
学
問

の
有
無
や
軍
事
の
才
能
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
。

宇
文
神
慶
の
子
は
、
宇
文
静
礼
だ
け
が
史
書
に
認
め
ら
れ
る
。
宇
文
静
礼
は
学
問
の
有
無
や
軍
事
の
才
能
に
つ
い
て
は
史
書
に
記
さ

れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
簡
単
に
記
さ
れ
て
い
る
宮
歴
に
よ
る
と
、
晴
代
に
太
子
千
牛
備
身
と
な
り
、
つ
い
で
儀
同
を
授
け
ら
れ
、
後
に

熊
州
刺
史
に
任
命
さ
れ
た
（
『
晴
書
』
五
○
宇
文
静
礼
伝
）
。

字
文
同
の
子
孫
に
つ
い
て
は
、
全
く
わ
か
ら
な
い
。
宇
文
誼
の
子
孫
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。
宇
文
静
礼
の
子
は
、
字
文
協
と
宇

文
畠
の
一
一
人
で
あ
る
。
こ
の
二
人
も
学
問
の
有
無
や
軍
事
の
才
能
に
つ
い
て
、
史
書
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。
官
歴
は
、
記
さ
れ
て
い
る
。

字
文
協
は
、
晴
代
に
武
賞
郎
将
と
右
栩
衛
将
軍
を
歴
任
し
た
爲
階
書
』
五
○
宇
文
協
伝
）
。
宇
文
畠
は
晴
代
に
千
牛
左
右
に
任
命
さ

れ
た
（
『
晴
書
』
五
○
宇
文
畠
伝
）
。
字
文
協
と
字
文
晶
の
二
人
の
子
孫
は
、
不
明
で
あ
る
。

宇
文
誼
の
子
孫
を
除
く
、
宇
文
神
挙
・
宇
文
神
慶
兄
弟
の
子
孫
は
、
官
歴
を
み
る
と
、
中
書
省
官
や
尚
書
省
郎
官
は
経
験
し
て
お
ら

ず
、
任
官
さ
れ
て
い
る
の
は
大
部
分
が
武
官
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
簡
単
に
記
さ
れ
た
官
歴
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
基
に
判
断
す
る
と
、

い
ず
れ
も
晴
代
に
武
人
と
し
て
立
っ
て
い
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

宇
文
誼
の
子
孫
は
、
『
附
書
』
並
び
に
新
旧
両
唐
書
に
立
伝
さ
れ
て
い
な
い
。
学
問
の
有
無
や
軍
事
の
才
能
に
つ
い
て
、
史
書
に
記

さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
宇
文
誼
の
子
宇
文
挺
と
字
文
挺
の
子
宇
文
敞
が
そ
の
名
と
就
い
た
宮
が
史
書
に
み
え
る
。
字
文
敞
の
子
孫
に
つ

い
て
は
、
不
明
で
あ
る
。
宇
文
誼
の
子
宇
文
庭
は
職
方
員
外
郎
に
任
命
さ
れ
（
『
元
和
姓
纂
』
六
）
、
字
文
挺
の
子
宇
文
敞
は
戸
部
郎
中
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字
文
興
の
子
宇
文
洛
は
、
『
周
書
』
一
○
に
伝
が
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
晴
代
に
お
け
る
官
歴
は
、
全
く
不
明
で
あ
る
。
た
だ
晴
代

に
北
周
の
宗
室
宇
文
泰
の
直
系
の
子
孫
が
根
絶
や
し
に
遭
っ
た
後
、
傍
系
で
は
あ
る
が
、
血
を
引
い
て
い
た
の
で
、
晴
文
帝
代
五
八
一

年
に
宇
文
狢
が
介
国
公
に
封
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
（
『
周
書
』
一
○
宇
文
洛
伝
）
。

字
文
洛
の
子
孫
は
、
新
旧
両
唐
欝
に
伝
が
立
て
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
多
く
は
、
学
問
の
有
無
・
軍
事
の
才
能
が
確
認
で
き
な
い
。

字
文
洛
の
子
宇
文
裕
、
字
文
裕
の
子
宇
文
延
、
字
文
延
の
子
宇
文
離
惑
、
宇
文
離
惑
の
曾
孫
宇
文
庭
立
は
、
無
官
で
あ
り
、
介
国
公
を

襲
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
念
新
唐
書
』
七
一
下
宰
相
世
系
表
一
下
）
。
そ
の
多
く
は
、
唐
代
に
介
国
公
を
襲
っ
た
も
の
で
あ
る

宇
文
庭
立
の
子
宇
文
遡
は
、
唐
代
宗
代
七
六
七
年
に
科
挙
の
進
士
科
に
登
第
し
（
『
登
科
記
考
』
一
○
）
、
そ
の
後
左
司
郎
中
を
経
験

し
（
『
唐
尚
書
省
郎
官
石
柱
題
名
考
』
二
、
徳
宗
代
七
九
七
年
の
時
点
で
御
史
中
丞
で
あ
っ
た
（
『
旧
唐
書
』
一
五
八
鄭
餘
慶
伝
．

う
。

『
新
唐
書
』
一
六
四
鄭
除
慶
伝
）
。

に
就
い
た
（
『
元
和
姓
纂
』
六
）
。
彼
ら
の
任
官
時
期
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
唐
代
で
あ
ろ
う
。
字
文
挺
は
、
宇
文
求
男
・
宇
文
金
殿

の
系
統
で
は
じ
め
て
尚
書
省
郎
官
に
就
い
た
。
学
問
の
有
無
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
く
不
明
で
あ
り
、
字
文
敞
の
子
孫
に
つ
い
て
は
史

書
に
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
い
が
、
宇
文
求
男
・
宇
文
金
殿
の
系
統
は
宇
文
廷
と
字
文
敞
の
代
以
降
、
実
務
能
力
を
振
る
う
文
人
官

僚
・
文
人
士
大
夫
と
し
て
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

字
文
遡
の
子
宇
文
鼎
は
、
武
官
に
は
任
ぜ
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
文
官
に
の
み
就
い
た
。
文
官
は
、
京
官
と
地
方
官
に
就
い
た
。
地
方

④
宇
文
陵
・
字
文
洛
の
系
統
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宇
文
籍
・
字
文
臨
の
系
統
は
、
北
朝
で
存
在
が
認
め
ら
れ
る
宇
文
氏
の
ど
の
系
統
に
繋
が
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
応
一
瞥
し
て

お
こ
う
。
宇
文
籍
は
、
「
少
く
し
て
学
を
好
み
、
尤
も
『
春
秋
』
に
通
ず
」
・
「
性
は
簡
婚
寡
合
に
し
て
、
経
史
を
玩
ぶ
に
耽
り
、
著

述
に
精
し
」
（
『
旧
唐
書
』
一
六
○
宇
文
籍
伝
）
と
あ
り
、
さ
ら
に
科
挙
の
進
士
科
に
及
第
し
（
『
旧
唐
書
』
一
六
○
宇
文
籍
伝
）
、
『
順

宗
実
録
』
・
『
憲
宗
実
録
』
の
編
纂
に
加
わ
っ
て
お
り
、
学
才
の
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
官
歴
を
み
る
と
、
唐
憲
宗
代
以
後

に
監
察
御
史
・
侍
御
史
・
駕
部
員
外
郎
・
史
館
修
撰
・
知
制
詰
・
庫
部
郎
中
を
歴
任
し
て
い
る
。
軍
事
に
は
、
全
く
関
与
し
て
い
な
い
。

学
才
を
以
っ
て
仕
え
る
文
人
官
僚
・
文
人
士
大
夫
と
し
て
立
っ
て
い
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

宇
文
籍
の
子
宇
文
臨
は
、
唐
宣
帝
代
八
四
七
年
に
進
士
科
に
合
格
し
た
（
『
旧
唐
書
』
一
六
○
宇
文
臨
伝
）
。
軍
事
に
関
わ
っ
た
痕
跡

は
、
み
ら
れ
な
い
。
宮
歴
に
つ
い
て
は
、
史
書
に
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
科
挙
に
受
か
っ
て
い
る
点
か
ら
、
父
の
宇
文
籍
同
様
学

才
を
以
っ
て
奉
仕
す
る
文
人
官
僚
・
文
人
士
大
夫
と
し
て
立
っ
て
い
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

官
は
、
唐
文
宗
代
に
華
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
た
（
『
旧
唐
書
』
一
六
三
慮
弘
正
伝
・
『
新
唐
書
』
一
七
七
慮
弘
正
伝
）
。
京
官
は
唐
文
宗

代
に
ま
ず
吏
部
郎
中
に
就
き
、
八
二
九
年
に
御
史
中
丞
に
任
命
さ
れ
（
『
旧
唐
書
』
一
七
上
文
宗
本
紀
上
）
、
そ
の
後
刑
部
侍
郎
を
兼
ね
、

八
三
二
年
に
は
戸
部
侍
郎
・
判
度
支
に
任
命
さ
れ
た
（
『
旧
唐
書
』
一
七
下
文
宗
本
紀
下
）
。
そ
の
他
、
左
司
員
外
郎
（
『
唐
尚
書
省
郎

官
石
柱
題
名
考
』
二
）
・
吏
部
員
外
郎
（
同
四
）
・
倉
部
員
外
郎
（
同
一
八
）
・
吏
部
郎
中
（
同
三
）
を
歴
任
し
た
。

字
文
遡
は
科
挙
に
合
格
し
、
字
文
遡
と
宇
文
鼎
が
父
子
揃
っ
て
尚
書
省
郎
官
に
就
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
い
ず
れ
も
実
務
に
携
わ

る
文
人
官
僚
・
文
人
士
大
夫
に
な
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

⑤
宇
文
籍
・
字
文
臨
の
系
統

110



宇
文
氏
は
元
来
甸
奴
に
属
し
て
い
た
が
、
鮮
卑
を
構
成
し
そ
の
軍
事
力
の
一
翼
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
北
魏
が
孝
文
帝
代
四
九
三

年
に
洛
陽
へ
遷
都
す
る
以
前
は
、
首
都
平
城
や
武
川
鎖
・
夏
州
に
い
た
。
四
九
三
年
に
洛
陽
へ
遷
都
し
た
後
は
、
洛
陽
と
武
川
鎖
・
夏

州
に
住
ん
だ
。
北
魏
代
に
洛
陽
遷
都
に
随
従
し
た
五
系
統
の
中
で
、
①
宇
文
活
織
・
宇
文
福
の
系
統
や
⑤
宇
文
直
力
覗
・
宇
文
激
の
系

統
の
よ
う
に
学
問
を
学
ば
な
か
っ
た
系
統
が
あ
っ
た
一
方
、
②
宇
文
阿
生
・
宇
文
忠
之
の
系
統
、
③
宇
文
豆
頽
・
宇
文
麟
麟
の
系
統
、

④
宇
文
求
男
・
宇
文
金
殿
の
系
統
の
よ
う
に
、
学
問
を
習
っ
た
も
の
を
擁
す
る
系
統
も
あ
っ
た
。

洛
陽
遷
都
後
に
武
川
鎖
・
夏
州
に
居
続
け
た
五
系
統
中
、
北
魏
代
に
学
問
を
学
ん
だ
も
の
が
出
た
の
は
、
⑥
宇
文
陵
・
字
文
泰
の
系

統
と
⑩
宇
文
莫
豆
千
・
字
文
貴
の
系
統
で
あ
る
。
北
魏
が
東
西
に
分
裂
し
た
後
、
西
魏
・
北
周
に
お
い
て
学
問
を
学
ん
だ
も
の
が
認
め

ら
れ
る
の
が
、
③
宇
文
豆
頽
・
宇
文
甑
麟
の
系
統
、
④
宇
文
求
男
・
宇
文
金
殿
の
系
統
、
⑤
宇
文
直
力
期
・
宇
文
激
の
系
統
、
⑥
宇
文

陵
・
字
文
泰
の
系
統
で
あ
る
。
⑥
宇
文
陵
・
字
文
泰
の
系
統
は
北
魏
代
に
学
問
を
学
ぶ
も
の
が
認
め
ら
れ
た
が
、
西
魏
に
お
い
て
儒
者

を
招
い
て
他
の
三
系
統
よ
り
も
本
格
的
に
学
問
を
学
ん
だ
。

軍
事
と
の
関
わ
り
を
み
る
と
、
北
魏
代
に
洛
陽
に
移
っ
た
五
系
統
の
中
、
明
ら
か
に
文
人
と
い
え
る
宇
文
忠
之
を
生
ん
だ
②
宇
文
阿

生
・
宇
文
忠
之
の
系
統
を
除
い
て
、
学
問
を
学
ん
だ
も
の
が
認
め
ら
れ
な
い
①
宇
文
活
溌
・
宇
文
福
の
系
統
は
も
と
よ
り
、
学
問
を
学

ん
だ
も
の
が
い
た
③
宇
文
豆
頽
・
宇
文
騏
麟
の
系
統
と
④
宇
文
求
男
・
宇
文
金
殿
の
系
統
も
北
魏
代
に
軍
事
か
ら
手
を
切
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
こ
の
三
系
統
中
、
③
宇
文
豆
頽
・
宇
文
戯
麟
の
系
統
と
④
宇
文
求
男
・
宇
文
金
殿
の
系
統
は
、
西
魏
・
北
周
に
お
い
て
引
続

き
軍
事
に
関
与
し
た
。
北
魏
代
に
洛
陽
遷
都
後
も
武
川
鎖
・
夏
州
に
居
続
け
た
五
系
統
中
、
そ
の
官
歴
や
行
跡
が
確
認
で
き
な
い
⑦
字

お
わ
り
に
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宇
文
氏
で
晴
唐
代
に
そ
の
存
在
が
確
か
め
ら
れ
る
の
は
、
五
系
統
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
①
字
文
伊
與
敦
・
宇
文
盛
の
系
統
（
北
朝
時

代
の
⑨
系
統
）
、
②
宇
文
直
力
銀
・
宇
文
激
の
系
統
（
北
朝
時
代
の
⑤
系
統
）
、
③
宇
文
求
男
・
宇
文
金
殿
の
系
統
（
北
朝
時
代
の
④
系

統
）
、
④
宇
文
陵
・
字
文
洛
の
系
統
（
北
朝
時
代
の
⑦
系
統
）
、
⑤
宇
文
籍
・
字
文
臨
の
系
統
で
あ
る
。

晴
代
に
学
問
を
学
ん
で
お
ら
ず
軍
事
に
関
わ
っ
て
い
た
の
が
、
①
字
文
伊
與
敦
・
宇
文
盛
の
系
統
と
③
宇
文
求
男
・
宇
文
金
殿
の
系

文
陵
・
字
文
洛
の
系
統
を
除
い
た
四
系
統
は
、
北
魏
代
に
五
系
統
中
最
も
早
く
学
問
を
学
び
始
め
て
西
魏
に
お
い
て
最
も
熱
心
に
学
問

を
学
ん
だ
⑥
宇
文
陵
・
字
文
泰
の
系
統
、
並
び
に
北
魏
代
に
学
問
を
学
ん
で
い
た
も
の
が
い
た
⑩
宇
文
莫
豆
千
・
字
文
貴
の
系
統
も
含

め
て
、
北
魏
・
西
魏
・
北
周
に
お
い
て
軍
事
か
ら
手
を
引
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
北
魏
末
の
動
乱
を
経
て
、
北
魏
が
東
西
に
分
裂
し
た

後
、
分
散
し
て
い
た
宇
文
氏
の
大
部
分
は
洛
陽
へ
の
遷
都
後
も
武
川
鎖
に
居
続
け
た
⑥
宇
文
陵
・
字
文
泰
の
系
統
を
中
軸
に
西
魏
・
北

（
脆
）

周
に
結
集
し
た
。
西
魏
・
北
周
に
お
い
て
樹
て
ら
れ
た
軍
事
体
制
を
支
え
た
武
川
鎖
軍
閥
の
頂
点
に
立
っ
た
の
が
、
⑥
宇
文
陵
・
字
文

泰
の
系
統
で
あ
っ
た
。
⑥
宇
文
陵
・
字
文
泰
の
系
統
は
、
西
魏
の
実
力
者
字
文
泰
の
直
系
に
し
て
北
周
の
宗
室
で
あ
り
、
東
魏
・
北
斉

と
対
時
し
て
い
る
以
上
、
軍
事
活
動
の
中
心
で
あ
る
こ
と
は
免
れ
ら
れ
な
い
。
武
川
鎖
出
身
で
⑧
字
文
乢
の
系
統
で
あ
る
字
文
乢
と
⑨

字
文
伊
與
敦
・
宇
文
盛
に
属
す
る
宇
文
盛
は
も
と
よ
り
、
洛
陽
出
身
で
近
衛
軍
の
指
揮
官
と
し
て
洛
陽
に
い
た
、
字
文
泰
の
遠
縁
に
当

る
、
③
宇
文
豆
頽
・
宇
文
戯
麟
の
系
統
に
属
す
る
字
文
深
と
、
④
宇
文
求
男
・
宇
文
金
殿
の
系
統
の
宇
文
顕
和
、
⑨
宇
文
伊
與
教
・
宇

文
盛
の
系
統
に
属
す
る
宇
文
盛
、
夏
州
出
身
で
近
衛
軍
の
指
揮
官
と
し
て
洛
陽
に
い
た
、
⑩
宇
文
莫
豆
千
・
字
文
貴
の
系
統
に
属
す
る

字
文
貴
も
孝
武
帝
が
洛
陽
か
ら
入
関
す
る
の
に
従
っ
て
き
て
、
西
魏
・
北
周
の
軍
事
体
制
の
一
翼
を
担
っ
た
。
近
衛
軍
の
指
揮
官
で
あ
っ

た
彼
ら
が
字
文
泰
と
同
族
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
孝
武
帝
が
関
中
の
字
文
泰
の
も
と
に
身
を
寄
せ
る
の
を
促
す
こ
と
に
も
な
っ
た
で
あ
る

》
つ
。

－１１２－



唐
代
に
お
い
て
学
問
を
学
ん
だ
こ
と
は
直
接
確
認
で
き
な
い
が
、
尚
書
省
郎
官
を
出
し
、
唐
初
は
軍
事
に
関
わ
る
が
、
後
に
軍
事
か

ら
手
を
引
き
、
実
務
能
力
を
振
る
う
文
人
官
僚
・
文
人
士
大
夫
の
家
と
化
し
た
と
み
ら
れ
る
の
が
、
①
字
文
伊
與
敦
・
宇
文
盛
の
系
統

で
あ
る
。
唐
代
に
お
い
て
学
問
を
学
ん
だ
こ
と
は
直
接
確
認
で
き
な
い
が
、
科
挙
合
格
者
や
尚
書
省
郎
官
を
出
し
、
軍
事
に
関
わ
ら
ず
、

実
務
能
力
を
以
っ
て
立
つ
文
人
官
僚
・
文
人
士
大
夫
の
家
と
化
し
た
と
み
ら
れ
る
の
が
、
②
宇
文
直
力
観
・
宇
文
激
の
系
統
で
あ
る
。

晴
代
の
状
況
は
確
認
で
き
な
い
が
、
唐
代
に
科
挙
合
格
者
と
尚
書
省
郎
官
を
出
し
、
軍
事
に
関
わ
ら
ず
、
実
務
能
力
を
以
っ
て
立
つ

文
人
官
僚
・
文
人
士
大
夫
の
家
と
化
し
た
と
み
ら
れ
る
の
が
、
④
宇
文
陵
・
字
文
洛
の
系
統
と
⑤
宇
文
籍
・
字
文
臨
の
系
統
で
あ
る
。

唐
代
に
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
宇
文
氏
の
五
系
統
を
み
る
限
り
、
宇
文
氏
は
総
じ
て
唐
代
に
軍
事
か
ら
離
れ
、
学
問
や
実
務
能
力

に
よ
り
立
つ
文
人
士
大
夫
・
文
人
官
僚
の
家
に
転
じ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

宇
文
氏
が
結
集
し
た
西
魏
・
北
周
に
再
び
目
を
転
ず
る
と
、
字
文
泰
が
漢
族
士
大
夫
の
蘇
紳
と
麗
繍
が
『
周
礼
』
に
基
づ
い
て
作
っ

（
〃
｝

た
六
官
制
度
を
施
行
し
、
漢
文
化
を
尊
重
・
採
用
す
る
態
度
を
示
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
虜
姓
を
復
活
・
施
与
し
、
祭
祀
や
衣
服
の
上

（
岨
》

で
胡
俗
を
守
り
、
胡
語
（
鮮
卑
語
）
を
話
す
な
ど
、
胡
漢
文
化
が
並
存
し
て
い
た
。
学
問
を
学
び
、
自
ら
講
筵
を
開
い
た
北
周
武
帝
が

胡
語
（
鮮
卑
語
）
を
話
し
た
事
実
は
、
か
か
る
状
況
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
（
『
階
書
』
四
二
李
徳
林
伝
）
。
但
だ
階
唐
代
に
至
っ
て
胡

語
（
鮮
卑
語
）
を
話
し
た
も
の
は
、
宇
文
氏
中
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
唐
文
化
の
中
に
、
胡
族
系
文
化
が
流
入
し
た
こ
と
は
否

９

定
で
き
な
い
。
唐
代
に
お
い
て
、
宇
文
氏
は
胡
漢
複
合
文
化
の
中
に
深
く
浸
っ
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
だ
が
少
な
く
と
も
言
語

に
関
し
て
は
、
胡
語
（
鮮
卑
語
）
を
放
棄
し
、
漢
語
を
使
用
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
意
識
の
上
で
も
、
自
ら
を
漢
族

統
で
あ
る
。
階
以
前
に
学
問
を
学
ん
だ
も
の
が
晴
代
に
軍
事
に
関
わ
っ
て
い
た
の
が
、
②
宇
文
直
力
観
・
宇
文
激
の
系
統
で
あ
る
。
③

宇
文
求
男
・
宇
文
金
殿
の
系
統
、
④
宇
文
阿
頭
・
字
文
洛
の
系
統
、
⑤
宇
文
籍
・
字
文
臨
の
系
統
は
、
晴
代
に
お
け
る
様
子
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
。
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と
位
置
付
け
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

注（
１
）
宇
文
氏
は
も
と
も
と
は
、
甸
奴
で
あ
り
、
南
匂
奴
単
干
の
遠
属
で
あ
っ
た
（
周
一
良
「
論
宇
文
周
之
種
族
」
『
歴
史
語
言
研
究

所
集
刊
』
七
’
四
一
九
三
九
年
、
の
ち
『
周
一
良
論
集
』
’
遼
寧
教
育
出
版
社
一
九
九
八
年
所
収
）
。
内
田
氏
に
よ
る
と
、

宇
文
氏
は
三
世
紀
に
南
旬
奴
部
族
達
合
体
か
ら
鮮
卑
系
部
族
連
合
体
に
参
加
し
た
。
（
内
田
吟
風
「
南
旬
奴
に
関
す
る
研
究
」
『
北

ア
ジ
ア
史
研
究
甸
奴
篇
』
同
朋
舎
一
九
七
五
年
）
。
馬
長
寿
氏
に
よ
る
と
、
も
と
も
と
陰
山
東
部
に
い
た
字
文
氏
が
、
二

世
紀
に
東
遷
し
、
遼
西
の
シ
ラ
ム
レ
ン
河
上
流
の
鮮
卑
を
統
治
し
、
檀
石
槐
の
組
織
し
た
、
遼
東
か
ら
敦
煙
に
ま
で
広
が
る
鮮
卑

の
部
落
軍
事
同
盟
に
加
入
し
た
。
以
後
鮮
卑
に
同
化
し
て
、
段
氏
鮮
卑
・
慕
容
鮮
卑
と
と
も
に
東
部
鮮
卑
に
数
え
ら
れ
る
宇
文
鮮

卑
が
成
立
し
た
（
馬
長
寿
『
烏
桓
与
鮮
卑
』
上
海
人
民
出
版
社
一
九
六
一
一
年
四
頁
、
二
九
－
三
○
頁
）
。
そ
の
後
東
部
鮮
卑

中
慕
容
鮮
卑
が
最
も
有
力
と
な
り
、
宇
文
鮮
卑
は
段
氏
鮮
卑
と
と
も
に
慕
容
鮮
卑
に
併
呑
さ
れ
た
（
馬
氏
同
上
書
三
七
頁
）
。
東

部
鮮
卑
の
西
に
い
た
拓
抜
鮮
卑
が
樹
立
し
た
北
魏
が
三
九
八
年
に
慕
容
鮮
卑
が
立
て
た
後
燕
の
首
都
郷
と
中
山
を
征
服
し
た
後
、

後
燕
支
配
下
の
胡
漢
両
族
の
三
六
万
人
を
平
城
に
移
し
た
。
宇
文
氏
も
移
動
者
の
群
れ
に
伍
し
、
平
城
や
武
川
鎮
に
移
動
し
た

（
馬
氏
同
上
書
五
○
’
五
一
頁
）
。

（
２
）
拙
稿
①
「
元
氏
研
究
」
（
『
中
国
中
世
の
文
物
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
一
九
九
三
年
）
②
「
劉
氏
（
独
孤
）
氏
研
究
」

『
琉
球
大
学
法
文
学
部
紀
要
日
本
・
東
洋
文
化
論
集
』
一
一
九
九
五
年
）
、
③
「
睦
氏
研
究
」
（
『
中
国
中
世
史
研
究
続
篇
』

京
都
大
学
学
術
出
版
会
一
九
九
五
年
）
、
④
「
子
氏
研
究
」
（
『
琉
球
大
学
法
文
学
部
紀
要
日
本
・
東
洋
文
化
論
集
』
六
一
一

○
○
○
年
）
参
照
。
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（
７
）
北
魏
代
の
武
官
に
つ
い
て
は
、
浜
口
重
国
「
正
光
四
五
年
の
交
に
於
け
る
後
魏
の
兵
制
に
就
い
て
」
（
『
東
洋
学
報
』
二
二
’
二

一
九
三
五
年
の
ち
『
秦
漠
附
唐
史
の
研
究
』
［
上
］
東
京
大
学
出
版
会
一
九
六
六
年
所
収
）
参
照
。
西
魏
・
北
周
の
武
官
に

つ
い
て
は
、
浜
口
重
国
「
西
魏
の
一
一
十
四
軍
と
儀
同
府
」
（
『
東
方
学
報
』
八
一
九
三
八
年
、
『
東
方
学
報
』
九
一
九
一
一
一
九
年

の
ち
『
秦
漢
階
唐
史
の
研
究
』
［
上
］
東
京
大
学
出
版
会
一
九
六
六
年
所
収
）
参
照
。

（
８
）
た
だ
し
、
『
周
書
』
一
三
宇
文
達
伝
校
勘
記
で
は
（
中
華
書
局
標
点
本
）
、
右
一
軍
総
管
は
東
征
軍
に
は
な
か
っ
た
。

（
９
）
西
魏
と
北
周
に
お
い
て
も
統
轄
す
る
州
の
抱
え
る
戸
数
に
よ
り
、
州
刺
史
の
官
品
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
『
魏
書
』
一
○
六
上
・

中
・
下
に
記
救
さ
れ
て
い
る
州
の
中
、
戸
数
が
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
東
魏
領
の
州
で
あ
り
、
西
魏
領
の
州
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
上
記
の
行
華
州
事
・
岐
州
刺
史
・
蒲
州
刺
史
・
荊
州
刺
史
・
宜
州
刺
史
の
官
品
は
わ
か
ら
な
い
。

（
４
）
厳
耕
望
「
北
魏
尚
書
制
度
考
」
『
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
一
八
一
九
四
八
年
参
照
。

（
５
）
①
内
田
吟
風
「
北
朝
政
局
に
お
け
る
鮮
卑
北
族
系
貴
族
の
地
位
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
一
’
三
一
九
三
六
年
の
ち
『
北
ア
ジ

ア
史
研
究
甸
奴
篇
』
同
朋
舎
一
九
七
五
年
所
収
）
、
②
谷
川
道
雄
「
北
魏
末
の
内
乱
と
城
民
」
（
上
）
（
下
）
『
史
林
』
四
一

’
三
・
五
一
九
五
八
年
、
の
ち
『
増
補
附
唐
帝
国
形
成
史
論
』
筑
摩
書
房
一
九
九
八
年
所
収
）

（
６
）
六
官
制
度
下
の
官
と
尚
書
省
の
宮
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
、
①
王
仲
筆
『
北
周
六
典
』
（
上
）
（
下
）
一
九
七
九
年
中
華

書
局
参
照
。
以
下
、
逐
一
注
記
し
な
い
が
、
六
官
制
度
下
の
宮
と
尚
書
省
官
と
の
対
応
関
係
は
、
上
記
の
王
氏
の
書
を
参
照
。
六
官

制
度
下
の
官
に
つ
い
て
は
、
王
氏
書
以
外
に
、
②
雷
依
群
『
北
周
史
稿
』
（
映
西
人
民
出
版
社
一
九
九
九
年
三
六
’
五
一
一
頁
）

（
３
）
宇
文
盛
は
『
周
謬
』
二
九
宇
文
盛
で
は
「
代
人
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
が
、
『
晴
欝
』
六
一
宇
文
述
伝
で
は
「
代
郡
武
川
人
」

に
も
説
明
が
み
え
る
。

と
な
っ
て
い
る
。
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（
、
）
唐
代
の
中
書
省
官
に
つ
い
て
は
、
礪
波
護
「
唐
の
三
省
六
部
」
（
唐
代
史
研
究
会
編
『
晴
唐
帝
国
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
汲
古
書

院
一
九
七
九
年
の
ち
『
唐
代
政
治
社
会
史
研
究
』
同
朋
舎
一
九
八
六
年
所
収
）
参
照
。

（
⑬
）
唐
代
の
尚
書
省
郎
官
に
つ
い
て
は
、
礪
波
讃
（
、
）
研
究
参
照
。

（
Ⅱ
）
『
周
書
』
二
二
柳
帯
軍
伝
に
「
時
礁
王
（
宇
文
）
倹
為
益
州
総
管
、
漢
王
（
宇
文
）
賛
為
益
州
刺
史
。
高
祖
乃
以
（
柳
）
帯
章

為
益
州
総
管
府
長
史
、
領
益
州
別
駕
、
輔
弼
二
王
、
総
知
軍
民
事
」
と
あ
る
。

（
咽
）
宇
文
弦
は
『
新
唐
書
』
七
一
下
宰
相
世
系
表
一
下
で
は
字
文
審
の
子
と
な
っ
て
い
る
が
、
『
元
和
姓
纂
』
六
で
は
字
文
寛
の
子

と
な
っ
て
い
る
。
今
暫
く
『
元
和
姓
纂
』
六
に
従
っ
て
お
く
。

（
肥
）
武
川
鎮
軍
閥
に
つ
い
て
は
、
谷
川
道
雄
「
武
川
鎖
軍
閥
の
形
成
」
（
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
八
一
九
八
二
年
の

ち
『
増
補
晴
唐
帝
国
形
成
史
論
』
筑
摩
書
房
一
九
九
八
年
所
収
）
参
照
。

（
Ⅳ
）
虜
姓
施
行
に
つ
い
て
は
、
（
５
）
①
研
究
と
浜
口
重
国
「
西
魏
に
お
け
る
虜
姓
再
行
の
事
情
」
（
『
東
洋
学
報
説
林
』
二
五
’

三
一
九
一
一
一
八
年
、
の
ち
『
秦
漢
晴
唐
史
の
研
究
』
［
下
］
東
京
大
学
出
版
会
一
九
六
六
年
所
収
）
参
照
。

（
畑
）
北
周
に
お
い
て
胡
俗
・
胡
語
（
鮮
卑
語
）
が
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
（
５
）
①
研
究
と
（
６
）
②
書
（
二
二
○

（
、
）
河
陽
が
洛
陽
を
防
禦
す
る
上
で
、
重
要
地
点
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
唐
代
に
限
っ
た
考
察
で
は
あ
る
が
、
日
野
開
三
郎
「
唐
河
陽

三
城
節
度
使
考
」
『
史
淵
』
一
四
一
九
三
六
年
、
の
ち
『
日
野
関
三
郎
東
洋
史
学
論
集
』
一
三
一
書
房
一
九
八
○
年
所

（
、
）
北
周
に
と
り
巴
蜀
が
関
中
に
食
糧
を
提
供
す
る
地
方
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
史
念
海
「
開
皇
天
宝
之
間
黄
河
流
域
及
其

附
近
地
区
農
業
的
発
展
」
『
人
文
雑
誌
』
一
九
五
九
’
六
一
九
五
九
年
、
の
ち
『
河
山
集
』
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店

収
）
参
照
。

附
近
地
区
農
業
的
発
展
」
｜

望
九
六
三
年
所
収
）
参
照
。
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宇
文
阿
生

②
宇
文
阿
生
・
宇
文
忠
之
の
系
統
、

宇
文
活
擬

①
宇
文
活
溌
・
宇
文
福
の
系
統

読
書
・
新
知
三
聯
書
店
一
九
五
九
年
所
収
）
参
照
。

（
四
）
呂
一
飛
『
胡
族
習
俗
与
階
唐
風
爵
－
魏
晋
北
朝
北
方
少
数
民
族
社
会
風
俗
及
其
対
階
唐
的
影
響
』

九
四
年
）
参
照
。

宇
文
氏
系
図

四
○
頁
）
、
唐
長
彌
「
拓
跳
族
的
漢
化
過
程
」
（
『
歴
史
教
学
』

字
文
侃

ロ

宇
文
福宇
文
忠
之

九
五
六
年
の
ち
『
魏
晋
南
北
朝
史
論
叢
続
編
』
生
活

書
目
文
献
出
版
社

九
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宇
文
直
力
観
１
１
字
文
珍
１
１
宇
文

⑤
宇
文
直
力
観
・
宇
文
激
の
系
統

亭文噸山↓文一夏観上文蝋鴎↓茶内川
④
宇
文
求
男
・
宇
文
金
殿
の
系
統

亨文晋璽上文鑛鬮↓又鑓噸４文艫繍卓川峠麸研内鯏

③
宇
文
豆
頽
・
宇
文
戯
麟
の
系
統

文
紹

文
暖

文
倹

字
文
節

字
文
矯
１
１
字
文
融

文
宣

文
審

文
寛
１
１
宇
文
弦

文
寧
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宇
文
陵

⑥
宇
文
陵
・
字
文
泰
の
系
統

。

字
文
系

宇
文
鞘
１
１
１
宇
文
肱

文
泰

文
洛
生
１
宇
文
菩
提

文
願
１
１
宇
文
渡

文
運
１
１
宇
文
元
宝

文帝闘
憲｜帝

帝

文
震

文
通

文
通 文文

達盛
文文
純倹

文
招

文
直

宣
帝

静
帝
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宇
文
莫
豆
千
１
１
字
文
貴

⑩
宇
文
莫
豆
千
・
字
文
貴
の
系
統

字
文
伊
與
敦

⑨
字
文
伊
與
敦
・
宇
文
盛
の
系
統

字
文
乢

⑧
字
文
乢
の
系
統

宇
文
陵
１
１
宇
文
仲
１
１
宇
文
輿

⑦
宇
文
陵
・
字
文
洛
の
系
統

霊長壽山又文孤卓川

引文撹息鵬童 宇
文
狢

字
文
裕

宇
文
離
惑

□

宇
文
庭
立

字
文
遡
１
１
宇
文
鼎

－１２０－


